
総 室 発 第 ７ ７ 号 

令和元年１０月３１日 

 

原子力規制委員会  殿  

 

東京都台東区上野五丁目２番 1 号 

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 

取締役社長  村  松   衛  

 

 

敦賀発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書 

 

 

  核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3 の 24 第 1 項の規定に

より，下記のとおり保安規定の変更の認可を申請いたします。 

 

 

記 

 
 

１．変更内容 

 昭和44年9月19日付44原第4931号をもって認可を受け，別紙のとおり変更認可を受

けた敦賀発電所原子炉施設保安規定の記述を，別添の敦賀発電所原子炉施設保安規

定変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する（ただし，下線は含まない。）。 



２．変更理由 

（１） 放射性固体廃棄物の保管場所の設定に伴う変更 

放射性固体廃棄物の新たな保管場所を設定するため，関連する敦賀発電所原子

炉施設保安規定条文の変更を行う。 

・第１０８条（放射性固体廃棄物の管理） 

（２）新燃料搬出完了に伴う変更 

敦賀発電所1号炉の全ての新燃料の発電所外への搬出が完了したことから，関連

する敦賀発電所原子炉施設保安規定条文から新燃料に係る規定を削除する。 

・第３条（品質保証計画） 

・第７条（原子炉施設保安運営委員会） 

・第９条（廃止措置主任者の職務等） 

・第１０条（原子炉の運転停止に関する恒久的な措置） 

・第５２条（使用済燃料貯蔵池の水位及び水温） 

・第１００条（新燃料の運搬） 

・第１０１条（新燃料の貯蔵） 

・第１２４条（管理区域外等への搬出及び運搬） 

・第１２５条（発電所外への運搬） 

・第１２８条（保守管理計画） 

・第１４２条（報告） 

 

３．施行期日 

この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内の別に定める日から

施行する。 

 
以 上 
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別 紙 

敦賀発電所原子炉施設保安規定変更認可の経緯 

 

 認   可   年   月   日 認   可   証   番   号 

1 昭和45年 5月18日 4 5 原 第 2 7 3 7 号 

2 昭和45年 9月26日 4 5 原 第 6 1 9 6 号 

3 昭和47年12月28日 4 7原第 1 1 5 8 0号 

4 昭和48年 5月17日 4 8 原 第 4 8 7 1 号 

5 昭和48年 7月 6日 4 8 原 第 5 8 3 2 号 

6 昭和50年 3月13日 5 0 原 第 1 8 0 0 号 

7 昭和50年12月27日 5 0原第 1 0 3 3 4号 

8 昭和51年 5月28日 5 1 安 第 3 2 3 7 号 

9 昭和52年 5月31日 52安(原規)第127号 

10 昭和52年10月27日 52安(原規)第281号 

11 昭和53年 1月26日 53安(原規)第15号 

12 昭和53年 3月15日 53安(原規)第97号 

13 昭和53年10月 6日 53安(原規)第249号 

14 昭和53年12月 8日 53安(原規)第353号 

15 昭和54年 7月10日 5 4資庁第83 4 8号 

16 昭和54年11月20日 54資庁第14817号 

17 昭和55年 5月22日 5 5資庁第64 2 8号 

18 昭和55年 8月29日 55資庁第10600号 

19 昭和56年 8月20日 56資庁第10448号 

20 昭和56年11月24日 56資庁第13059号 

21 昭和57年 4月24日 5 7資庁第54 6 4号 

22 昭和57年 7月31日 57資庁第10881号 

23 昭和57年11月 8日 57資庁第15754号 

24 昭和58年 3月 2日 5 8資庁第30 8 5号 

25 昭和58年 6月20日 5 8資庁第79 4 9号 

26 昭和58年 8月29日 58資庁第11324号 

27 昭和58年12月14日 58資庁第15522号 

28 昭和59年 6月27日 5 9資庁第79 0 1号 

29 昭和60年 3月13日 6 0資庁第20 8 8号 

30 昭和60年 6月24日 6 0資庁第85 4 5号 

31 昭和61年 4月11日 6 1資庁第34 7 1号 

32 昭和61年 6月19日 6 1資庁第80 1 8号 
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 認   可   年   月   日 認   可   証   番   号 

33 昭和62年 1月23日 61資庁第17799号 

34 昭和62年 2月14日 6 2資庁第10 7 5号 

35 昭和62年 5月26日 6 2資庁第52 7 3号 

36 昭和63年 2月 4日 62資庁第16314号 

37 昭和63年12月26日 63資庁第13123号 

38 平成元年 3月31日 元資庁第34 9 9号 

39 平成 2年 3月23日 2 資 庁 第 1 8 7 8 号 

40 平成 3年 6月25日 3 資 庁 第 6 9 2 3 号 

41 平成 3年12月 6日 3資庁第113 7 0号 

42 平成 4年10月19日 4 資 庁 第 9 7 4 1 号 

43 平成 6年 6月14日 6 資 庁 第 6 3 7 3 号 

44 平成 8年 1月19日 7資庁第143 5 1号 

45 平成 8年 5月21日 8 資 庁 第 3 2 0 6 号 

46 平成 8年 6月25日 8 資 庁 第 6 6 6 3 号 

47 平成 8年12月20日 8資庁第116 5 9号 

48 平成 9年 3月 3日 平成09･02･14資第 9号 

49 平成 9年11月18日 平成09･10･07資第 7号 

50 平成12年 6月26日 平成12･06･12資第 8号 

51 平成13年 1月 5日 平成12･08･31資第12号 

52 平成13年 2月23日 平成13･02･15原第14号 

53 平成13年 3月30日 平成13･03･23原第24号 

54 平成13年 6月28日 平成13･05･31原第31号 

55 平成13年10月29日 平成13･09･26原第 7号 

56 平成14年 2月14日 平成14･01･18原第19号 

57 平成14年 5月27日 平成14･04･25原第 2号 

58 平成14年 9月17日 平成14･08･05原第13号 

59 平成15年 2月19日 平成15･01･16原第11号 

60 平成15年 4月24日 平成15･04･10原第 5号 

61 平成15年 6月 4日 平成15･05･29原第 5号 

62 平成15年10月20日 平成15･09･17原第 5号 

63 平成16年 5月20日 平成15･12･19原第43号 

64 平成16年 6月 7日 平成16･05･24原第13号 

65 平成17年 3月30日 平成17･03･04原第 5号 

66 平成17年 4月21日 平成17･04･04原第15号 

67 平成17年 8月25日 平成17･08･11原第10号 
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 認   可   年   月   日 認   可   証   番   号 

68 平成18年 2月22日 平成18･01･27原第19号 

69 

70 

平成18年 6月30日 

平成18年12月12日 

平成18･06･12原第22号 

平成18･11･22原第 9号 

71 平成19年 9月 6日 平成19･07･31原第24号 

72 平成19年 9月 7日 平成19･07･31原第22号 

73 平成19年12月13日 平成19･09･28原第42号 

平成19･11･30原第 6号 

74 平成20年 8月22日 平成20･07･11原第16号 

75 平成20年12月12日 平成20･10･31原第19号 

76 平成21年 3月26日 平成21･03･13原第32号 

77 平成21年 5月13日 平成21･04･16原第52号 

78 平成21年 6月29日 平成21･06･08原第 2号 

79 平成21年 9月 3日 平成21･02･19原第18号 

80 平成21年10月 5日 平成21･08･21原第18号 

81 平成21年11月16日 平成21･10･15原第22号 

82 平成22年 2月 8日 平成22･01･05原第 7号 

83 平成22年 5月20日 平成22･04･12原第 1号 

84 平成23年 5月 6日 平成23･04･08原第38号 

85 平成23年 5月11日 平成23･04･21原第13号 

86 平成24年 1月30日 平成23･12･14原第 4号 

87 平成24年 6月21日 平成24･05･28原第 1号 

88 平成24年 9月 6日 2 0 1 2 0 7 2 5原第 1 4号 

89 平成25年 6月28日 原管 B 収第130107002号 

90 平成26年 1月28日 原管 B 発第1401283号 

91 平成26年 6月24日 原規規発第1406243号 

92 平成27年 6月22日 原規規発第1506225号 

93 平成28年 2月18日 原規規発第1602181号 

94 平成28年 3月24日 原規規発第16032415号 

95 平成28年 4月19日 原規規発第1604192号 

96 平成29年 2月 2日 原規規発第1702023号 

97 

98 

平成29年 4月19日 

平成30年 4月 2日 

原規規発第1704194号 

原規規発第1804025号 

 

 

 



別 添 
 
 
 
 

敦賀発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

第
２
章
 
 
品
質

保
証
 

（
品
質
保

証
計
画
）
 

第
３
条
 

第
２
条
（
基
本
方
針

）
に

係
る
保
安
活
動

の
た
め
の

品
質
保
証

活
動
を
実
施
す

る
に
あ

た
り
，
次
の
と
お
り

品

質
保
証
計

画
を
定
め

る
。
 

 

(中
略

) 

 

第
２

章
 
 
品
質

保
証
 

（
品

質
保
証
計

画
）
 

第
３

条
 
第
２

条
（
基

本
方
針
）
に
係
る

保
安
活
動

の
た
め
の
品
質
保
証
活
動

を
実
施
す

る
に
あ

た
り
，
次
の
と
お
り
品

質
保
証
計

画
を
定
め
る
。
 

 

(
中
略
) 
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注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

 
 

  新
燃

料
搬

出
完

了
に

伴

う
変
更
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注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

（
原
子
炉

施
設
保
安
運
営

委
員
会

）
 

第
７
条
 

発
電
所
に
原

子
炉
施
設

保
安
運

営
委
員
会
（
以
下

，
本
編

に
お
い

て
「
運
営
委
員

会
」
と

い
う
。
）
を

設
置
す

る
。
 

２
．
運
営
委
員

会
は
，
発

電
所
に
お
け

る
原
子
炉

施
設
の
保

安
運
営
に
関

す
る
次
の

事
項
を

審
議
し
，
確
認

す
る
。
た
だ

し
，

あ
ら
か
じ
め
運

営
委
員
会

に
て
定

め
た
軽
微
な
事

項
は
，

審
議
事
項

に
該
当
し
な
い
。
 

 (
1)

 廃
止
措
置
管

理
に
関
す
る

手
順
の
制
定

及
び
改
正
 

イ
．

工
事
計
画
書
に

関
す
る
事

項
 

ロ
．

運
転
員
の
構
成

人
員
に
関

す
る
事

項
 

ハ
．

当
直
の
引
継
方

法
に
関
す

る
事
項
 

ニ
．

巡
視
に
関
す
る

事
項
 

ホ
．

警
報
発
生
時
の

措
置
に
関

す
る
事

項
 

へ
．

原
子
炉
施
設
の

各
設
備
の

運
転
操

作
に
関
す
る
事

項
 

ト
．

定
期
試
験
に
関

す
る
事
項

 

(2
) 

燃
料
管
理
に
関

す
る
手
順

の
制
定

及
び
改
正
 

イ
．

新
燃
料
及
び
使

用
済
燃
料

の
運
搬

に
関
す
る
事
項
 

ロ
．

新
燃
料
及
び
使

用
済
燃
料

の
貯
蔵

に
関
す
る
事
項
 

(3
) 

放
射
性
廃
棄
物

管
理
に
関

す
る
手

順
の
制
定
及
び

改
正
 

イ
．

放
射
性
固
体
廃

棄
物
の
保

管
及
び

運
搬
に
関
す
る

事
項
 

ロ
．

放
射
性
液
体
廃

棄
物
の
放

出
管
理

に
関
す
る
事
項
 

ハ
．

放
射
性
気
体
廃

棄
物
の
放

出
管
理

に
関
す
る
事
項
 

ニ
．

放
出
管
理
用
計

測
器
の
管

理
に
関

す
る
事
項
 

(4
) 

放
射
線
管
理
に

関
す
る
手

順
の
制

定
及
び
改
正
 

イ
．

管
理
区
域
の
設

定
，
区
域

区
分
及

び
特
別
措
置
を

要
す
る

区
域
に
関

す
る
事
項
 

ロ
．

管
理
区
域
の
出

入
管
理
及

び
遵
守

事
項
に
関
す
る

事
項
 

ハ
．

保
全
区
域
に
関

す
る
事
項

 

ニ
．

周
辺
監
視
区
域

に
関
す
る

事
項
 

ホ
．

線
量
の
評
価
に

関
す
る
事

項
 

ヘ
．

除
染
に
関
す
る

事
項
 

ト
．

外
部
放
射
線
に

係
る
線
量

当
量
率

等
の
測
定
に
関

す
る
事

項
 

チ
．

放
射
線
計
測
器

類
の
管
理

に
関
す

る
事
項
 

リ
．

管
理
区
域
内
で

使
用
し
た

物
品
の

搬
出

及
び

運
搬

に
関

す
る

事
項

 

(5
) 

保
守
管
理
に
関

す
る
手
順

の
制
定

及
び
改
正
 

(
6
)
 
改
造
の
実
施
に

関
す
る
事

項
 

(7
) 

非
常
時
に
お
け

る
運
転
操

作
に
関

す
る
手
順
の
制

定
及
び

改
正
（
第

１
３
１
条
（
原
子
力
防

災
資
機
材

等
）
）
 

(8
) 

保
安
教
育
実
施

計
画
の
策

定
（
第

１
３
９
条
（
所

員
へ
の

保
安
教
育

））
に
関
す
る
事

項
 

(9
) 

事
故
・
故
障
の

水
平
展
開

の
実
施

状
況
に
関
す
る

事
項
 

３
．
所
長

を
委
員
長
と
す

る
。
 

４
．
運
営

委
員
会
は
，
委

員
長
，

廃
止
措
置

主
任
者
及
び
各

室
長
に

加
え
，
委

員
長
が
指
名

し
た
者
で

構
成
す
る

。
 

 

（
原

子
炉
施
設

保
安
運
営

委
員
会
）
 

第
７

条
 
発

電
所
に
原

子
炉
施
設

保
安
運

営
委
員
会

（
以
下

，
本
編
に

お
い
て
「

運
営
委

員
会
」
と

い
う
。
）
を
設
置
す

る
。
 

２
．
運
営
委
員

会
は
，
発
電
所

に
お
け

る
原
子
炉

施
設
の
保
安

運
営
に
関

す
る
次
の

事
項
を
審
議

し
，
確
認

す
る
。
た
だ

し
，
あ
ら

か
じ
め
運

営
委
員
会
に

て
定
め
た

軽
微
な
事

項
は
，

審
議
事
項
に
該

当
し
な
い

。
 

 
(1
) 
廃

止
措
置
管
理
に

関
す
る
手

順
の
制
定

及
び
改
正
 

イ
．
工
事

計
画
書
に

関
す
る
事
項
 

ロ
．
運
転

員
の
構
成

人
員
に
関
す

る
事
項
 

ハ
．
当
直

の
引
継
方

法
に
関
す
る

事
項
 

ニ
．
巡
視

に
関
す
る

事
項
 

ホ
．
警
報

発
生
時
の

措
置
に
関
す

る
事
項
 

へ
．
原
子

炉
施
設
の

各
設
備
の
運

転
操
作
に

関
す
る
事

項
 

 

ト
．
定
期

試
験
に
関

す
る
事
項
 

(
2)
 燃

料
管
理
に
関

す
る
手
順
の

制
定
及
び

改
正
 

イ
．
使
用

済
燃
料
の

運
搬
に
関
す

る
事
項
 

ロ
．
使
用

済
燃
料
の

貯
蔵
に
関
す

る
事
項
 

(
3)
 放

射
性
廃
棄
物

管
理
に
関
す

る
手
順
の

制
定
及
び

改
正
 

イ
．
放
射

性
固
体
廃

棄
物
の
保
管

及
び
運
搬

に
関
す
る

事
項
 

ロ
．
放
射

性
液
体
廃

棄
物
の
放
出

管
理
に
関

す
る
事
項
 

ハ
．
放
射

性
気
体
廃

棄
物
の
放
出

管
理
に
関

す
る
事
項
 

ニ
．
放
出

管
理
用
計

測
器
の
管
理

に
関
す
る

事
項
 

(
4)
 放

射
線
管
理
に

関
す
る
手
順

の
制
定
及

び
改
正
 

イ
．
管
理

区
域
の
設

定
，
区
域
区

分
及
び
特

別
措
置
を

要
す
る

区
域
に
関
す
る

事
項
 

ロ
．
管
理

区
域
の
出

入
管
理
及
び

遵
守
事
項

に
関
す
る

事
項
 

ハ
．
保
全

区
域
に
関

す
る
事
項
 

ニ
．
周
辺

監
視
区
域

に
関
す
る
事

項
 

ホ
．
線
量

の
評
価
に

関
す
る
事
項
 

ヘ
．
除
染

に
関
す
る

事
項
 

ト
．
外
部

放
射
線
に

係
る
線
量
当

量
率
等
の

測
定
に
関

す
る
事

項
 

チ
．
放
射

線
計
測
器

類
の
管
理
に

関
す
る
事

項
 

リ
．
管
理

区
域
内
で

使
用
し
た
物

品
の

搬
出

及
び

運
搬

に
関

す
る

事
項

 

(
5)
 保

守
管
理
に
関

す
る
手
順
の

制
定
及
び

改
正
 

(
6)
 改

造
の
実
施
に

関
す
る
事
項
 

(
7)
 非

常
時
に
お
け

る
運
転
操
作

に
関
す
る

手
順
の
制

定
及
び

改
正
（
第
１
３

１
条
（
原

子
力
防

災
資
機
材
等
）
）
 

(
8)
 保

安
教
育
実
施

計
画
の
策
定

（
第
１
３

９
条
（
所

員
へ
の

保
安
教
育
））

に
関
す
る
事
項
 

(
9)
 事

故
・
故
障
の

水
平
展
開
の

実
施
状
況

に
関
す
る

事
項
 

３
．

所
長
を
委

員
長
と
す

る
。
 

４
．

運
営
委
員

会
は
，
委

員
長
，
廃
止

措
置
主
任

者
及
び
各

室
長
に

加
え
，
委
員
長

が
指
名

し
た
者
で

構
成
す
る
。
 

 

          新
燃

料
搬

出
完

了
に

伴

う
変
更
 

 

 

-3-



 
注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

（
廃
止
措

置
主
任
者
の
職

務
等
）
 

第
９
条
 

廃
止
措
置
主
任

者
は
，

原
子
炉
施

設
の
廃
止
措
置

に
関
す

る
保
安
の

監
督
を
誠

実
に
行
う
こ

と
を
任
務

と
し
，

次
の

職
務
を
遂
行
す

る
。
 

(1
) 

原
子
炉
施
設
の

廃
止
措
置

に
関
し

保
安
上
必
要
な

場
合
は

，
所
長
へ

意
見
具
申
す
る
。
 

(2
) 
原
子
炉
施
設
の

廃
止
措
置

に
関
し

保
安
上
必
要
な

場
合
は

，
廃
止
措

置
に
従
事
す
る
者
へ
指

導
・
助
言
を
行
う
。
 

(3
) 

表
９
－
１
に
定

め
る
事
項

を
，
所

長
の
承
認
に
先

立
ち
確

認
す
る
。
 

(4
) 

表
９
－
２
に
定

め
る
各
職

位
か
ら

の
報
告
内
容
等

を
確
認

す
る
。
 

(5
) 

表
９
－
３
に
示

す
記
録
の

内
容
を

確
認
す
る
。
 

(6
) 

第
１
４
２
条
（

報
告
）
第

１
項
の

報
告
に
つ
い
て

，
精
査

し
，
必
要

な
指
導
・
助
言
を
行
う

。
 

(7
) 

そ
の
他
，
原
子

炉
施
設
の

廃
止
措

置
に
関
す
る
保

安
の
監

督
に
必
要

な
職
務
を
行
う
。
 

２
．
所
長

は
，
廃
止
措
置

主
任
者

が
原
子
炉

施
設
の
廃
止
措

置
に
関

す
る
保
安

の
た
め
に
す

る
意
見
具

申
を
尊
重
す
る
。
 

３
．
原
子
炉
施

設
の
廃
止

措
置
に
従
事

す
る
者
は

，
廃

止
措
置

主
任
者
が

原
子
炉
施

設
の
廃
止
措

置
に
関
す

る
保
安
の
た

め
に

す
る
指
導
・
助

言
を
尊
重

す
る
。
 

 表
９
－
１
 

条
 
文

 
内
 

容
 

第
１
１
３

条
 

（
管
理
区

域
の
設
定
及
び

解
除
）

 
第

５
項

に
定

め
る

一
時

的
な

管
理

区
域

の
設

定
及

び
解

除
 

第
７

項
に

定
め

る
管

理
区

域
の

設
定

及
び

解
除

 
第

１
３
９

条
 

（
所
員
へ

の
保
安
教
育
）

 
所
員

へ
の
保

安
教

育
実

施
計

画
 

第
１
４
０

条
 

（
協
力
企

業
従
業
員
へ
の

保
安
教

育
）

 
協
力

企
業
従
業

員
へ
の
保

安
教

育
実

施
計

画
 

 表
９
－
２

 

条
 
 
文
 

内
 
 
容
 

第
１
７
条
 

（
地

震
・
火
災
等
発
生
時
の
対

応
）
 

地
震

・
火
災
が

発
生
し
た

場
合
に
講
じ
た
措
置
の

結
果
 

第
７
０
条
 

（
施

設
運

用
上

の
基

準
を

満
足

し
な

い
場

合
）
 

施
設

運
用
上
の

基
準
を
満

足
し
て
い
る

と
判
断
し

た
場

合
 

第
７
５
条
 

（
工

事
完
了
の
報
告
）
 

工
事

計
画
書
に

基
づ
く
工

事
の
結
果
 

第
１
４
２
条
 

（
報
告
) 

施
設

運
用
上
の

基
準
を
満

足
し
て
い
な

い
と
判
断

し
た

場
合
 

放
射

性
液
体
廃

棄
物
又
は

放
射
性
気
体

廃
棄
物
に

つ
い

て
放

出
管
理
目

標
値
を
超

え
て
放
出
し

た
場
合
 

外
部

放
射
線
に

係
る
線
量

当
量
率
等
に

異
常
が
認

め
ら

れ
た

場
合
 

実
用

発
電
用
原

子
炉
の
設

置
，
運
転
等

に
関
す
る

規
則

（
以

下
，
本
編

に
お
い
て

「
実
用
炉
規

則
」
と
い

う
。
)

第
１

３
４
条
第

３
号

※
１
，
第
４
号

※
１
，
第

６
号
か
ら

第

１
２

号
及
び
第

１
４
号
に

定
め
る
報
告

事
態
が
生

じ
た

場
合
 

※
１
：
新

燃
料
貯
蔵
設
備

，
使
用

済
燃
料
貯

蔵
設
備
及
び
燃

料
取
扱

設
備
に
限

る
。
 

 

（
廃

止
措
置
主

任
者
の
職

務
等
）
 

第
９

条
 
廃
止

措
置
主
任

者
は
，
原
子
炉
施
設
の

廃
止
措
置

に
関
す

る
保
安
の
監
督

を
誠
実

に
行
う
こ

と
を
任
務
と
し
，

次
の
職
務

を
遂
行
す

る
。
 

(
1)
 原

子
炉
施
設
の

廃
止
措
置
に

関
し
保
安

上
必
要
な

場
合
は

，
所
長
へ
意
見

具
申
す
る

。
 

(
2)
 原

子
炉
施
設
の

廃
止
措
置
に

関
し
保
安

上
必
要
な

場
合
は

，
廃
止
措
置
に

従
事
す
る

者
へ
指

導
・
助
言
を
行
う
。
 

(
3)
 表

９
－
１
に
定

め
る
事
項
を

，
所
長
の

承
認
に
先

立
ち
確

認
す
る
。
 

(
4)
 表

９
－
２
に
定

め
る
各
職
位

か
ら
の
報

告
内
容
等

を
確
認

す
る
。
 

(
5)
 表

９
－
３
に
示

す
記
録
の
内

容
を
確
認

す
る
。
 

(
6)
 第

１
４
２
条
（

報
告
）
第
１

項
の
報
告

に
つ
い
て

，
精
査

し
，
必
要
な
指

導
・
助
言

を
行
う

。
 

(
7)
 そ

の
他
，
原
子

炉
施
設
の
廃

止
措
置
に

関
す
る
保

安
の
監

督
に
必
要
な
職

務
を
行
う

。
 

２
．

所
長
は
，

廃
止
措
置

主
任
者
が
原

子
炉
施
設

の
廃
止
措

置
に
関

す
る
保
安
の
た

め
に
す

る
意
見
具

申
を
尊
重
す
る
。
 

３
．
原
子
炉
施
設
の

廃
止
措
置

に
従
事

す
る
者
は

，
廃

止
措
置

主
任
者
が
原
子

炉
施
設
の

廃
止
措

置
に
関
す
る
保

安
の
た

め
に
す
る

指
導
・
助

言
を
尊
重
す

る
。
 

 表
９

－
１
 

条
 

文
 

内
 

容
 

第
１

１
３
条

 
（
管

理
区
域
の

設
定
及
び

解
除
）

 
第

５
項

に
定

め
る

一
時

的
な

管
理

区
域

の
設

定
及

び
解

除
 

第
７

項
に

定
め

る
管

理
区

域
の

設
定

及
び

解
除

 
第
１

３
９
条

 
（
所

員
へ
の
保

安
教
育
）

 
所
員

へ
の
保

安
教

育
実

施
計

画
 

第
１

４
０
条

 
（
協

力
企
業
従

業
員
へ
の

保
安
教
育
）

 
協
力

企
業
従
業

員
へ
の
保

安
教

育
実

施
計

画
 

 表
９

－
２

 

条
  
文

 
内

  
容

 
第
１

７
条
 

（
地
震
・
火
災

等
発
生
時

の
対
応

）
 

地
震
・
火

災
が
発
生

し
た
場
合
に

講
じ
た
措

置
の
結
果
 

第
７

０
条
 

（
施

設
運

用
上

の
基

準
を

満
足

し
な

い
場
合
）
 

施
設
運
用

上
の
基
準

を
満
足
し
て

い
る
と
判

断
し
た
場

合
 

第
７

５
条
 

（
工
事
完
了
の

報
告
）
 

工
事
計
画

書
に
基
づ

く
工
事
の
結

果
 

第
１

４
２
条
 

（
報
告
) 

施
設
運
用

上
の
基
準

を
満
足
し
て

い
な
い
と

判
断
し
た

場
合
 

放
射
性
液

体
廃
棄
物

又
は
放
射
性

気
体
廃
棄

物
に
つ
い

て
放
出
管

理
目
標
値

を
超
え
て
放

出
し
た
場

合
 

外
部
放
射

線
に
係
る

線
量
当
量
率

等
に
異
常

が
認
め
ら

れ
た
場
合
 

実
用
発
電

用
原
子
炉

の
設
置
，
運

転
等
に
関

す
る
規
則

（
以
下
，

本
編
に
お

い
て
「
実
用

炉
規
則
」

と
い
う
。
）

第
１
３
４

条
第
３
号

※
１
，
第
４

号
※
１
，
第
６
号

か
ら
第

１
２
号
及

び
第
１
４

号
に
定
め
る

報
告
事
態

が
生
じ
た

場
合
 

※
１

：
使
用
済

燃
料
貯
蔵

設
備
及
び
燃

料
取
扱
設

備
に
限
る

。
 

 

                                新
燃

料
搬

出
完

了
に

伴

う
変
更
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注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

表
９
－
３
 

記
 
 
録

 
 
項
 

 
目

 
1.
 燃

料
に
係
る
記

録
 

(1
)使

用
済
燃
料
の

貯
蔵
施
設
内

に
お
け

る
燃
料
体
の
配

置
 

(2
)使

用
済
燃
料
の

払
出
し
時
に

お
け
る

放
射
能
の
量
 

(3
)燃

料
体
の
形
状

又
は
性
状
に

関
す
る

検
査
の
結
果
 

 
2.
 放

射
線
管
理
に

係
る
記
録
 

(1
)使

用
済
燃

料
の
貯
蔵

施
設
の
放

射
線
遮
蔽
物
の

側
壁
に
お

け
る
線

量
当
量
率
 

(
2
)
放
射
性
廃

棄
物
の
廃

棄
施
設
等

の
放
射
線
遮
蔽

物
の
側
壁

に
お
け

る
線
量
当
量
率
 

(3
)管

理
区
域
に
お

け
る
外
部
放

射
線
に

係
る
１
週
間
の

線
量
当

量
，
空
気
中

の
放
射
性
物

質
の
１

週
間
に
つ

い
て
の
平

均
濃
度
及

び
放
射
性

物
質
に
よ
っ

て
汚
染
さ

れ
た
物

の
表
面
の
放
射

性
物
質
の

密
度
 

 
 (
4)
放

射
性
物
質
に
よ

る
汚
染
の

広
が
り
の

防
止
及
び
除
去

を
行
っ

た
場
合
に

は
，
そ
の
状

況
 

 
3.
 放

射
性
廃
棄
物

管
理
に
係
る

記
録
 

(1
)放

射
性
廃
棄
物

の
排
気
口
又

は
排
気

監
視
設
備
及
び

排
水
口

又
は
排
水

監
視
設
備
に
お

け
る
放

射
性
物

質
の
１
日

間
及
び
３

月
間
に
つ

い
て
の
平
均

濃
度
 

(2
)廃

棄
施
設
に
廃

棄
し
た
放
射

性
廃
棄

物
の
種
類
，
当

該
放
射

性
廃
棄
物

に
含
ま
れ
る
放

射
性
物

質
の
数
 

量
，

当
該
放
射

性
廃
棄
物
を
容
器
に
封

入
し
，
又

は
容
器
と

一
体
的
に
固

型
化
し
た

場
合
に

は
当
該
容
 

器
の

数
量
及
び

比
重
並
び
に
そ
の
廃
棄

の
場
所
及

び
方
法
 

(3
)放

射
性
廃
棄
物

を
容
器
に
封

入
し
，

又
は
容
器
に
固

型
化
し

た
場
合
に

は
，
そ
の
方
法

 

(4
)発

電
所
の
外
に

お
い
て
運
搬

し
た
核

燃
料
物
質
等
の

種
類
別

の
数
量
，

そ
の
運
搬
に
使

用
し
た

容
器
の
 

種
類

並
び
に
そ

の
運
搬
の
経
路
 

 
4.
 原

子
炉
施
設
の

巡
視
の
結
果
 

  
5.
 保

安
教
育
の
実

施
報
告
書
 

  
6.
 廃

止
措
置
に
係

る
工
事
の
方

法
，
時
期

及
び
対
象

と
な
る

原
子
炉
施
設
の

設
備
の
名

称
 

 

  

表
９

－
３
 

記
 

 
録
 
 

項
 
 
目

 
1
.
 
燃
料
に
係

る
記
録
 

(1
)使

用
済
燃

料
の
貯
蔵

施
設
内
に
お
け

る
燃
料
体

の
配
置
 

(2
)使

用
済
燃

料
の
払
出

し
時
に
お
け
る

放
射
能
の

量
 

(3
)燃

料
体
の

形
状
又
は

性
状
に
関
す
る

検
査
の
結

果
 

 
2
.
 
放
射
線
管

理
に
係
る
記
録

 

(1
)使

用
済
燃
料
の

貯
蔵
施
設
の
放

射
線
遮
蔽

物
の
側
壁

に
お
け
る
線
量
当
量
率
 

(2
)放

射
性
廃
棄
物

の
廃
棄
施
設
等

の
放
射
線

遮
蔽
物
の

側
壁
に
お
け
る
線
量
当

量
率
 

(3
)管

理
区
域

に
お
け
る

外
部
放
射
線
に

係
る
１
週

間
の
線
量

当
量
，
空

気
中
の
放

射
性
物
質

の
１
週
間
に
つ

い
て

の
平
均
濃

度
及
び
放
射
性
物
質
に

よ
っ
て
汚

染
さ
れ
た

物
の
表
面
の

放
射
性
物

質
の
密

度
 

  
(4

)放
射
性
物
質

に
よ
る
汚
染

の
広
が

り
の
防
止
及
び

除
去
を

行
っ
た
場

合
に
は
，
そ
の

状
況
 

 3
. 

放
射
性
廃

棄
物
管
理
に
係

る
記
録
 

(1
)放

射
性
廃

棄
物
の
排

気
口
又
は
排
気

監
視
設
備

及
び
排
水

口
又
は
排
水
監
視
設
備

に
お
け

る
放
射
性

物

質
の

１
日
間
及

び
３
月
間
に
つ
い
て
の

平
均
濃
度
 

(2
)廃

棄
施
設

に
廃
棄
し

た
放
射
性
廃
棄

物
の
種
類

，
当
該
放

射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ

る
放
射

性
物
質
の

数
 

量
，
当
該

放
射
性
廃
棄
物

を
容
器

に
封
入
し

，
又
は
容
器
と

一
体
的

に
固
型
化

し
た
場
合
に

は
当
該
容
 

器
の
数
量

及
び
比
重
並
び

に
そ
の

廃
棄
の
場

所
及
び
方
法
 

(3
)放

射
性
廃

棄
物
を
容

器
に
封
入
し
，

又
は
容
器

に
固
型
化

し
た
場
合
に
は
，
そ
の

方
法
 

(4
)発

電
所
の

外
に
お
い

て
運
搬
し
た
核

燃
料
物
質

等
の
種
類

別
の
数
量
，
そ
の
運
搬

に
使
用

し
た
容
器

の
 

種
類
並
び

に
そ
の
運
搬
の

経
路
 

 
4
.
 
原
子
炉
施

設
の
巡
視
の
結

果
 

  
5
.
 
保
安
教
育

の
実
施
報
告
書

 

  6
. 

廃
止
措
置

に
係
る
工
事
の

方
法
，

時
期
及
び

対
象
と
な
る

原
子
炉
施

設
の
設
備

の
名
称
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注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

（
原
子
炉

の
運
転
停
止
に

関
す
る

恒
久
的
な

措
置
）
 

第
１
０
条

 
当
直
長
（
１

号
炉
担

当
）
は
，

次
の
事
項
を
遵

守
す
る

。
 

  
(1
) 
原

子
炉
内
に
燃
料

を
装
荷

し
な
い
こ

と
 

(2
) 

原
子
炉
モ
ー
ド

ス
イ
ッ
チ

を
「
停

止
」
位
置
か
ら

他
の
位

置
に
切
り

替
え
な
い
こ
と
 

２
．
炉
心
・
燃

料
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
燃
料
を
譲
り

渡
す
場

合
は
，
表

１
０
に
定

め
る
譲

渡
し
先
に
譲
り

渡
す
。 

 

表
１

０
 

種
別
 

譲
渡

し
先
 

使
用

済
燃
料
 

再
処

理
事
業
者
 

新
燃

料
 

加
工
事
業

者
 

 
 

（
原

子
炉
の
運

転
停
止
に

関
す
る
恒
久

的
な
措
置

）
 

第
１

０
条
 
当

直
長
（
１

号
炉
担
当
）

は
，
次
の

事
項
を
遵

守
す
る
。
 

  
(
1)
 原

子
炉

内
に
燃
料

を
装
荷
し
な

い
こ
と
 

(
2)
 原

子
炉
モ
ー
ド

ス
イ
ッ
チ
を

「
停
止
」

位
置
か
ら

他
の
位

置
に
切
り
替
え

な
い
こ
と

 

２
．
炉
心
・
燃
料
グ

ル
ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は
，
燃

料
を
譲
り

渡
す
場
合
は

，
表

１
０
に
定
め

る
譲
渡
し

先
に
譲
り

渡
す
。 

 

表
１
０
 

種
別
 

譲
渡

し
先
 

使
用
済
燃

料
 

再
処

理
事
業
者
 

 

 

       新
燃

料
搬

出
完

了
に

伴

う
変
更
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注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表
（
案
）

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

第
３
節
 

施
設
運
用
上
の

基
準
 

（
使
用
済

燃
料
貯
蔵
池
の

水
位
及

び
水
温
）
 

第
５
２

条
 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

池
に
使

用
済
燃

料
が

貯
蔵

さ
れ
て

い
る

期
間

に
お
い

て
，

使
用

済
燃
料

貯
蔵
池

の
水

位

及
び
水
温

は
，
表
５
２
－

１
で
定

め
る
事
項

を
施
設
運
用
上

の
基
準

と
す
る
。
 

２
．
使

用
済
燃

料
貯

蔵
池

の
水

位
及
び

水
温

が
第
１

項
で

定
め
る

施
設

運
用

上
の

基
準
を

満
足

し
て
い

る
こ
と

を
確

認

す
る
た
め

，
次
号
を
実
施

す
る
。
 

  
(1
) 
当
直
長
（
１
号
炉
担
当
）
は
，
使
用

済
燃
料

貯
蔵

池
の
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
及
び
使
用

済

燃
料
貯
蔵

池
の
水
温
が

65
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
毎
日
１
回
確
認
す
る
。
 

３
．
当
直
長
（
１
号
炉
担
当
）
は

，
使

用
済

燃
料

貯
蔵

池
の

水
位
又

は
水

温
が
第
１

項
で

定
め
る

施
設

運
用
上
の

基
準

を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断
し

た
場

合
※

１
，
表
５

２
－

２
の
措
置

を
講

じ
る
と
と

も
に

，
作
業

担
当

マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー

に

よ
る

照
射
さ
れ
た
燃

料
に
係
る

作
業

※
２
を
中
止

す
る
必
要
が

あ
る
場
合
は
，
作
業
担
当
マ

ネ
ー
ジ

ャ
ー
に
通
知
す

る
。

通
知

を
受
け
た
作
業

担
当
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は
，
表
５
２

－
２
の

措
置
を
講

じ
る
。
 

 表
５
２
－

１
 

項
 
目

 
施

設
運
用

上
の
基
準
 

使
用
済
燃

料
貯
蔵
池

の
水
位
 

オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と

※
３
 

使
用
済
燃

料
貯
蔵
池

の
水
温
 

65
℃

以
下
 

 表
５
２
－

２
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る
措

置
 

完
了
時
間

 
A
.
 
施

設
運

用
上

の

基
準

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場
合
 

A
1
.
 
当

直
長

（
１
号

炉
担
当

）
は

，
使

用
済

燃
料

貯
蔵
池

の
水

位
を

維
持

す
る

た
め

の
注

水
手

段
が

確
保

さ
れ

て
い
る
こ

と
を
確
認

す
る
。
 

及
び
 

A
2
.
 
作

業
担

当
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
は

，
使

用
済

燃
料

貯
蔵
池

内
で
照
射

さ
れ
た
燃

料
に
係
る
作

業
を
中
止

す
る
。
 

速
や
か
に

，
 

そ
の
後
毎

日
１
回
 

  速
や
か
に
 

   

 ※
１
：
施

設
運
用
上
の
基

準
を
満

足
し
て
い

な
い
と
判
断
し

た
場
合

と
は
，
次

の
い
ず
れ
か

を
い
う
。
 

 
 
 
(
1
)
 第

２
項
の
確

認
を
行

っ
た
と
こ

ろ
，
施
設
運
用

上
の
基

準
を
満
足

し
て
い
な
い

と
当
直
長

（
１
号
炉

担
当
）

が
判
断
し

た
場
合
 

 
 
 
(
2
)
 第

２
項
の
確

認
を
行

う
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た

場
合
 

 
 
 
(
3
)
 第

２
項
に
か

か
わ
ら

ず
施
設
運
用
上

の
基
準
を

満
足
し

て
い
な
い

と
当
直
長
（
１
号
炉

担
当
）
が

判
断
し
た

場
合
 

※
２
：
「
照

射
さ
れ

た
燃
料
に
係

る
作
業
」

と
は
，
原

子
炉
建
屋

内
で
照
射
さ

れ
た
燃
料
の

移
動
作

業
及
び
新
燃

料
又
は

制
御
棒
の
移
動

の
際
に
照

射
さ
れ

た
燃
料
上
を
通

過
す
る
作

業
を
い

う
。
な
お
，
照
射
さ
れ

た
燃
料

に
係
る
作
業

の
中
止
の
措
置

が
要
求
さ

れ
た
場

合
で
あ
っ
て
，

進
行
中
の

作
業
を

安
全
な
状

態
で
終
了
さ

せ
る
場
合
を
除
く
。
 

※
３
：
照

射
さ
れ
た
燃
料

に
係
る

作
業
を
行

っ
て
い
な
い
場

合
は
，

施
設
運
用

上
の
基
準
を

適
用
し
な

い
。
 

  

第
３

節
 
施
設

運
用
上
の

基
準
 

（
使

用
済
燃
料

貯
蔵
池
の

水
位
及
び
水

温
）
 

第
５
２

条
 
使
用

済
燃
料

貯
蔵

池
に
使

用
済

燃
料
が
貯

蔵
さ

れ
て
い

る
期
間

に
お

い
て
，

使
用

済
燃

料
貯

蔵
池

の
水
位

及
び

水
温
は
，

表
５
２
－

１
で
定
め
る

事
項
を
施

設
運
用
上

の
基
準

と
す
る
。
 

２
．
使

用
済
燃
料

貯
蔵
池

の
水

位
及
び

水
温

が
第
１
項

で
定

め
る
施

設
運
用

上
の

基
準
を

満
足

し
て
い
る

こ
と

を
確
認

す
る

た
め
，
次

号
を
実
施

す
る
。
 

  
(1
) 
当
直
長
（
１
号
炉
担
当
）
は
，
使
用
済

燃
料

貯
蔵
池

の
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
及
び
使
用
済

燃
料
貯
蔵

池
の
水
温
が

65
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
毎
日
１
回
確
認
す
る
。
 

３
．

当
直
長
（
１
号
炉
担
当
）
は

，
使
用

済
燃
料

貯
蔵
池

の
水

位
又

は
水

温
が

第
１

項
で
定

め
る

施
設

運
用

上
の

基
準
を

満
足
し

て
い
な
い

と
判

断
し

た
場
合

※
１
，

表
５

２
－

２
の

措
置

を
講

じ
る

と
と

も
に
，

作
業

担
当

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

に

よ
る
照
射

さ
れ
た
燃

料
に
係
る
作

業
※

２
を
中
止

す
る
必
要
が
あ

る
場
合
は

，
作
業
担

当
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
に
通

知
す
る
。

通
知
を
受

け
た
作
業

担
当
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
は

，
表
５
２

－
２
の

措
置
を
講
じ
る

。
 

 表
５

２
－
１
 

項
 

目
 

施
設

運
用
上
の
基
準
 

使
用

済
燃
料
貯

蔵
池
の
水

位
 

オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と

※
３
 

使
用

済
燃
料
貯

蔵
池
の
水

温
 

6
5
℃
以
下
 

 表
５

２
－
２
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ

る
措
置
 

完
了
時

間
 

A
.
 
施

設
運

用
上

の

基
準

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し
た
場
合
 

A
1
.
 
当

直
長

（
１

号
炉

担
当
）

は
，

使
用

済
燃
料

貯
蔵
池

の
水

位
を

維
持

す
る

た
め

の
注

水
手

段
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

及
び
 

A
2
.
 
作

業
担

当
マ

ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，

使
用

済
燃
料

貯
蔵
池

内
で

照
射
さ
れ

た
燃
料
に
係
る

作
業
を

中
止
す
る

。
 

速
や

か
に
，
 

そ
の

後
毎
日
１
回
 

  速
や

か
に
 

   

 ※
１

：
施
設
運

用
上
の
基

準
を
満
足
し

て
い
な
い

と
判
断
し

た
場
合

と
は
，
次
の
い

ず
れ
か

を
い
う
。
 

 
 

 
(
1
)
 第

２
項
の
確

認
を
行
っ
た

と
こ
ろ
，

施
設
運
用

上
の
基

準
を
満
足
し
て

い
な
い

と
当
直
長

（
１
号
炉
担
当
）

が
判

断
し
た
場

合
 

 
 

 
(2
)
 第

２
項
の
確

認
を
行
う
こ

と
が
で
き

な
か
っ
た

場
合
 

 
 

 
(
3
)
 第

２
項
に
か

か
わ
ら
ず
施

設
運
用
上

の
基
準
を

満
足
し
て
い

な
い
と
当

直
長
（

１
号
炉
担

当
）
が
判

断
し
た

場
合
 

※
２

：
「
照

射
さ
れ
た
燃

料
に
係
る

作
業
」

と
は
，
原
子

炉
建
屋

内
で
照

射
さ
れ
た
燃

料
の
移

動
作
業

及
び
制
御
棒
の
移

動
の

際
に
照
射

さ
れ
た
燃
料
上
を
通
過

す
る
作
業

を
い
う
。
な

お
，
照
射
さ
れ

た
燃
料
に
係

る
作
業
の
中

止
の
措

置
が

要
求
さ
れ

た
場
合
で
あ
っ
て
，
進

行
中
の
作

業
を
安
全

な
状
態
で
終

了
さ
せ
る

場
合
を

除
く
。
 

※
３

：
照
射
さ

れ
た
燃
料

に
係
る
作
業

を
行
っ
て

い
な
い
場

合
は
，

施
設
運
用
上
の

基
準
を

適
用
し
な

い
。
 

  

                                    新
燃

料
搬

出
完

了
に

伴

う
変
更
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注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

（
新
燃
料

の
運
搬
）
 

第
１
０
０

条
 
炉
心
・
燃

料
グ
ル
ー
プ

マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
は
，
新

燃
料
輸
送

容
器
か
ら
新
燃

料
を
取

り
出
す
場

合
及
び
新
燃

料
を

新
燃
料
輸
送
容

器
に
収
納

す
る
場

合
は
，
原
子
炉

建
屋
ク

レ
ー
ン
を

使
用
す
る
。
 

２
．
炉
心
・
燃
料
グ

ル
ー
プ
マ

ネ
ー
ジ

ャ
ー
は
，
管
理

区
域
内
に
お

い
て
，
新
燃
料

を
運
搬

す
る
場
合

は
，
次
の
事
項
を

遵
守

す
る
。
 

(1
) 

車
両
へ
の
積
付

け
は
，
運

搬
中
に

移
動
，
転
倒
又

は
転
落

を
防
止
す

る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

(2
) 

法
令
に
定
め
る

危
険
物
と

混
載
し

な
い
こ
と
 

(3
) 

新
燃
料
が
臨
界

に
達
し
な

い
措
置

を
講
じ
る
こ
と
 

３
．
炉
心
・
燃
料

グ
ル
ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー

は
，
管
理

区
域
外

に
お
い
て
，
新
燃
料
を
運

搬
す
る

場
合
は
，
第
２
項
（

1
）

か
ら

（
3
）
に
加
え

，
次
の
事
項

を
遵
守
す
る

。
 

(1
) 

法
令
に
適
合
す

る
容
器
に

封
入
す

る
こ
と
 

(
2
)
 容

器
及

び
車

両
の

適
当

な
箇

所
に

法
令
に
定
め

る
標
識
を
付
け

る
こ
と
 

４
．

放
射
線

・
化
学

管
理

グ
ル

ー
プ

マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー

は
，
第

３
項

の
運

搬
に

お
い

て
，

容
器

等
の
線

量
当
量
率

が
法

令

に
定

め
る
値
を
超
え

て
い
な
い

こ
と
及

び
容
器
等
の
表

面
の
放

射
性
物
質

の
密
度
（
以
下
，
本
編
に

お
い
て
「
表
面
汚

染
密

度
」
と
い
う
。
）
が
法
令
に

定
め
る
表
面

密
度
限
度

の
１
０

分
の
１
を
超
え

て
い
な
い

こ
と
を

確
認
す
る
。
た

だ

し
，

第
１

１
４

条
（

管
理

区
域

内
に

お
け

る
区

域
区

分
）

第
１

項
(
1
)
に

定
め

る
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

，
表

面
汚

染
密

度
に

つ
い

て
確

認
を

省
略

で
き

る
。

 

５
．
放
射
線
・
化
学
管
理

グ
ル
ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
管
理

区
域
内
で

第
１
１
４

条
（
管
理
区

域
内
に
お

け
る
区
域
区

分
）

第
１
項
(1
)
に
定
め

る
区
域
に
新
燃

料
を
収

納
し
た

新
燃
料
輸
送

容
器
を

移
動
す

る
場
合
は
，

容
器
等

の
表
面
汚

染
密

度
が
法
令
に
定

め
る
表
面

密
度
限

度
の
１
０
分
の

１
を
超

え
て
い
な

い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

６
．
炉
心

・
燃
料
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー

は
，
新
燃
料
を

発
電
所

外
に
運
搬

す
る
場
合
は

，
所
長
の

承
認
を
得

る
。
 

７
．
第
１
項
か
ら
第

６
項
に
つ
い

て
は
，
実
用
炉
規

則
第
８
８
条

第
４
項

を
適
用
し
て
い

る
間
は

，
本

条
は
適
用
し
な

い
。 

 （
新
燃
料

の
貯
蔵
）

 
第

１
０
１

条
 
炉
心
・
燃

料
グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
は
，

新
燃
料

を
貯
蔵
す

る
場
合
は
，

次
の
事
項

を
遵
守
す

る
。

 
(1

) 
新

燃
料

貯
蔵

庫
又

は
使

用
済

燃
料
貯
蔵

池
（

以
下
，
本

編
に

お
い

て
「

貯
蔵

施
設

」
と

い
う
。
）

に
貯

蔵
す

る
こ

と
 

(2
) 
貯
蔵

施
設
の
目
に

つ
き
や
す

い
場
所
に

貯
蔵
上
の

注
意
事
項
を

掲
示
す
る

こ
と

 
(3

) 
原
子

炉
建
屋
ク
レ

ー
ン
又
は

燃
料
取
替

機
を
使
用

す
る
こ
と

 
(4

) 
貯
蔵

施
設
に
お
い

て
新
燃
料

が
臨
界
に

達
し
な
い

措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い

る
こ
と
を

確
認
す
る
こ

と
 

(5
) 
使
用

済
燃
料
貯

蔵
池
内
に
お

い
て
燃
料
の

配
置
変
更

を
行
う

場
合
は
，
未
臨
界

性
を
確
認
し
た

燃
料
配
置

の
範
囲

内
に

限
定
す
る
こ
と

 
２

．
炉

心
・
燃

料
グ
ル
ー

プ
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
は
，
使
用
済
燃
料
貯
蔵
池

に
貯
蔵
し

て
い
る
新

燃
料
を
新
燃

料
貯
蔵
庫

に
貯

蔵
す

る
場
合
は
，
次

の
事
項
を

遵
守
す

る
。

 
(1

) 
使
用

済
燃
料
貯

蔵
池
に
貯
蔵

し
て
い
る
新

燃
料
を
気

中
に
取

り
出
し
た
後
，
専
用
の
作

業
台
を

使
用
し
，
新
燃
料

か
ら

燃
料
棒
を
引
き

抜
き
，
燃

料
棒
表

面
を
除
染
し
，

再
度
燃

料
集
合
体

の
形
状
の
新
燃
料
に
組

み
立
て
る

こ
と

 
(2

) 
専
用

の
作
業
台
で

取
り
扱
う

新
燃
料
は

，
1
体
の
み
か

つ
そ
の

１
体
分
の

燃
料
棒
に
限

定
す
る
こ

と
 

(3
) 
再
度

燃
料
集
合
体

の
形
状
に

組
み
立
て

た
新
燃
料

は
，
新
燃
料

貯
蔵
庫
に

貯
蔵
す
る

こ
と

 
 第

１
０
２

条
 
～
 
第
１

０
５
条

 
削
除

 
 

                                      第
１

０
０
条
～

第
１
０
５

条
 
削

除
 

 

新
燃

料
搬

出
完

了
に

伴

う
変

更
(
以
下
同
じ

) 
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注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

第
６
章
 

放
射
性
廃
棄
物

管
理
 

（
放
射
性

固
体
廃
棄
物
の

管
理
）
 

第
１
０
８

条
 
各
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
次
に
定
め

る
放
射
性

固
体
廃
棄
物

等
の
種
類

に
応
じ

て
，
そ
れ
ぞ
れ

定
め
ら
れ
た

処
理

を
施
し
た
上
で

，
当
該
の

廃
棄
施

設
等
に
貯
蔵

※
１
又
は

保
管
す
る
。
 

(
1
)
 濃

縮
廃
液
は

，
当

直
長
（
１

号
炉
担

当
）
が
固

化
装
置
で

ド
ラ
ム

缶
に
固
化
し
，
放
射

線
・
化

学
管
理
グ

ル
ー
プ

マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
が
固

体
廃
棄
物

貯
蔵
庫

（
以
下
，
本
編

に
お
い

て
｢
貯
蔵
庫

｣と
い
う
。
）（

２
号
炉

と
の
共
用

設
備
。

以
下

，
本
編
に
お
い

て
同
じ
。）

に
保
管
す
る

。
 

(
2
)
 原

子
炉
内
で
照

射
さ
れ
た

使
用
済
制
御
棒
，
チ

ャ
ン
ネ

ル
ボ
ッ
ク
ス

等
は
，
各
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
が

使
用
済
燃
料
貯

蔵
池

に
貯
蔵
又
は
放

射
線
・
化
学
管
理

グ
ル
ー
プ

マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
が
サ
イ

ト
バ
ン
カ

に
保
管

す
る
。
た
だ
し
，
封
入

又
は

遮
蔽

等
の

措
置

に
よ

り
放

射
線

・
化

学
管

理
グ

ル
ー

プ
マ

ネ
ー

ジ
ャ
ー

が
貯
蔵

庫
に

保
管

す
る

こ
と

が
で

き

る
。
 

(3
) 

使
用
済
樹
脂
，

フ
ィ
ル
タ

ス
ラ
ッ

ジ
及
び
ク
ラ
ッ

ド
ス
ラ

リ
は
，
次

に
定
め
る
方
法
で
貯
蔵

又
は
保
管

す
る
。
 

ｲ
．
使
用

済
樹
脂
（
復
水

脱
塩
装
置

使
用
済
樹

脂
を
除
く
），

フ
ィ
ル
タ
ス
ラ

ッ
ジ
及
び

ク
ラ
ッ

ド
ス
ラ
リ
は
，
当
直

長
（

１
号
炉
担

当
）
が
，
使
用
済

樹
脂
貯

蔵
タ
ン
ク
，
フ

ィ
ル
タ

ス
ラ
ッ
ジ

貯
蔵
タ
ン
ク
又

は
ク
ラ

ッ
ド
ス
ラ
リ

貯
蔵
タ
ン
ク
に

そ
れ
ぞ
れ

貯
蔵
す

る
。
 

ﾛ
．
復

水
脱
塩
装

置
使
用

済
樹
脂
は
，
当

直
長
（

１
号
炉

担
当
）
が
１

号
炉
復

水
脱
塩

装
置
使
用
済

樹
脂
受

タ
ン
ク

に
貯
蔵
後
，
発
電
長
（
２
号
炉
担

当
）
が
雑

固
体
減
容

処
理
設

備
（
２
号
炉
と

の
共
用
設

備
。
以

下
，
本

編
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
溶

融
固
化
し
て
ド

ラ
ム
缶

に
封
入
し

，
放
射
線

・
化
学

管
理
グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
が
貯
蔵

庫
に
保
管
す
る

。
 

(
4
)
 雑

固
体
廃
棄
物

及
び
工
事

解
体
物
は
，
各
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー

が
ド
ラ
ム

缶
等
の
容

器
に
封
入
す

る
こ
と
等

に
よ
り
汚

染
の

広
が
り
を
防
止

す
る
措
置

を
講
じ

，
放
射
線
・
化

学
管
理

グ
ル
ー
プ

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
貯
蔵

庫
に
保
管

す
る
。

な
お

，
ド
ラ
ム
缶
等

の
容
器
に

封
入
す

る
に
当
た
っ
て

は
，
以

下
の
処
理

を
行
う
こ
と
が
で
き
る

。
 

  ｲ．
焼

却
す
る
場

合
は
，
発

電
長
（

２
号
炉
担

当
）
が

雑
固
体
焼
却
設

備
（
２
号

炉
と
の
共

用
設
備

）
で
焼
却
す
る

。 

ﾛ
．
圧
縮

減
容
す
る

場
合
は
，
放

射
線
・
化
学

管
理
グ
ル

ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
が

減
容
装
置

で
圧
縮

減
容
す
る
。
 

ﾊ
．
溶
融

固
化
す
る

場
合
は
，
発

電
長
（
２
号

炉
担
当
）

が
雑
固

体
減
容
処
理
設

備
で
溶
融

固
化
す

る
。
 

(
5
)
 放

射
線
・
化
学
管
理
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー

は
，
工
事

解
体
物

を
封
入
し

た
ド
ラ
ム
缶

等
の
保
管

に
当
た
っ
て

は
，

放
射
能
レ
ベ
ル

の
異
な
る

も
の
と

混
在
し
な
い
た

め
の
措

置
を
講
じ

て
管
理
す
る
。
 

２
．
各

マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
は
，
放
射
性

固
体
廃
棄
物
を

封
入
又
は

固
型
化

し
た
ド
ラ
ム
缶

等
の
容

器
に
は
，
放
射
性

廃
棄
物

を
示

す
標
識
を
付
け

，
か
つ
，
第

１
４
１
条
（
記
録
）
表
１
４

１
－
１

の
放
射
性

固
体
廃
棄
物

に
係
る
記

録
と
照
合
で

き
る

整
理
番
号
を
付

け
る
。
 

３
．
各
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
は

，
次
の
事
項

を
確
認
す

る
と
と
も

に
，
そ
の
結

果
，
異
常

が
認
め
ら
れ

た
場
合
に

は
必
要
な
措

置
を

講
じ
る
。
 

(
1
)
 放

射
線
・
化
学
管
理
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー

は
，
貯
蔵

庫
に
お

け
る
放
射

性
固
体
廃
棄

物
等
の
保

管
状
況
を
確

認
す

る
た
め
に
，
１

週
間
に
１

回
貯
蔵

庫
を
巡
視
す
る

と
と
も

に
，
３
ヶ

月
に
１
回
保
管
量
を
確

認
す
る
。
 

(
2
)
 当

直
長
（
１

号
炉
担
当

）
は

，
使
用

済
樹
脂

貯
蔵
タ
ン
ク
等

に
お
け
る

使
用
済
樹

脂
，
フ
ィ
ル

タ
ス
ラ

ッ
ジ
及
び

ク
ラ

ッ
ド
ス
ラ
リ
の

貯
蔵
状
況

を
監
視

し
，
ま

た
，
運

転
管
理
グ

ル
ー
プ
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
は

，
３

ヶ
月
に
１

回
貯
蔵

量
を

確
認
す
る
。
  

(
3
)
 各

マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
使
用

済
燃
料

貯
蔵
池
に

お
け
る
原

子
炉
内
で
照

射
さ
れ
た

使
用
済

制
御
棒
，
チ

ャ
ン
ネ
ル

ボ
ッ

ク
ス
等
の
貯
蔵

量
を
３
ヶ

月
に
１

回
確
認
す
る
。
 

(
4
)
 放

射
線
・
化
学
管
理
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー

は
，
サ
イ

ト
バ
ン

カ
に
お
け

る
原
子
炉
内

で
照
射
さ

れ
た
使
用
済

制
御

棒
，
チ
ャ
ン
ネ

ル
ボ
ッ
ク
ス

等
の
保
管

状
況
を
確

認
す
る
た
め

に
，
１
ヶ

月
に
１
回
サ

イ
ト
バ
ン

カ
を
巡
視
す

る
と

と
も
に
，
３
ヶ

月
に
１
回

保
管
量

を
確
認
す
る
。
 

４
．
放

射
線
・
化
学
管
理

グ
ル
ー
プ

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

は
，
貯
蔵
庫
及
び

サ
イ
ト
バ

ン
カ
の
目

に
つ
き
や
す

い
場
所
に

管
理

上
の

注
意
事
項
を
掲

示
す
る
。

 

５
．
各
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
は

，
管
理

区
域
外
に

放
射
性
固
体
廃

棄
物
を

運
搬
す
る

場
合
は
，
次

の
事
項
を

遵
守
す
る

。
 

(1
) 

法
令
に
適
合
す

る
容
器
に

封
入
し

て
運
搬
す
る
こ

と
 

た
だ
し
，
放
射

性
固
体
廃
棄
物

の
放
射

能
濃
度
が

法
令
に
定
め

る
限
度
を

超
え
な
い

場
合
で

あ
っ
て
，
法
令
に
定

め
る

障
害
防
止
の
措

置
を
講
じ

た
場
合

は
，
こ
の
限
り

で
な
い

。
 

第
６

章
 
放
射

性
廃
棄
物

管
理
 

（
放

射
性
固
体

廃
棄
物
の

管
理
）
 

第
１

０
８
条
 

各
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
は
，
次
に
定
め

る
放
射
性
固

体
廃
棄
物

等
の
種
類

に
応
じ
て
，
そ
れ
ぞ
れ
定
め

ら
れ
た

処
理
を
施

し
た
上
で

，
当
該
の
廃

棄
施
設
等

に
貯
蔵

※
１
又
は
保

管
す
る
。
 

(
1
)
 濃

縮
廃
液
は

，
当
直
長
（
１
号

炉
担
当
）
が

固
化
装
置
で
ド

ラ
ム
缶
に

固
化
し

，
放
射
線
・
化

学
管
理
グ
ル

ー
プ

マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
が
固

体
廃
棄
物
貯

蔵
庫
（
以

下
，
本
編

に
お
い

て
｢
貯
蔵
庫

｣と
い
う
。
）（

２
号
炉

と
の
共
用
設
備
。

以
下
，
本

編
に
お
い

て
同
じ
。）

に
保
管
す
る

。
 

(
2
)
 原

子
炉
内
で
照

射
さ
れ
た
使

用
済
制
御

棒
，
チ
ャ

ン
ネ
ル

ボ
ッ
ク
ス

等
は
，
各

マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
が
使
用
済
燃
料
貯

蔵
池
に
貯

蔵
又
は
放

射
線
・
化

学
管
理

グ
ル
ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
が
サ
イ

ト
バ
ン
カ
に
保

管
す
る
。
た
だ

し
，
封
入

又
は

遮
蔽
等

の
措

置
に

よ
り
放

射
線

・
化

学
管
理

グ
ル

ー
プ

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

が
貯

蔵
庫
に

保
管

す
る

こ
と
が

で
き

る
。
 

(
3)
 使

用
済
樹
脂
，

フ
ィ
ル
タ
ス

ラ
ッ
ジ
及

び
ク
ラ
ッ

ド
ス
ラ

リ
は
，
次
に
定

め
る
方
法

で
貯
蔵

又
は
保
管
す
る

。
 

ｲ
．
使
用
済
樹

脂
（
復

水
脱
塩
装
置

使
用
済
樹

脂
を
除
く

），
フ

ィ
ル
タ

ス
ラ
ッ
ジ
及
び

ク
ラ
ッ

ド
ス
ラ
リ

は
，
当
直

長
（

１
号
炉
担
当
）
が
，
使
用
済

樹
脂
貯
蔵
タ

ン
ク
，
フ

ィ
ル
タ
ス
ラ

ッ
ジ
貯
蔵

タ
ン
ク
又

は
ク
ラ
ッ
ド

ス
ラ
リ

貯
蔵

タ
ン
ク
に

そ
れ
ぞ
れ
貯
蔵
す
る
。
 

ﾛ
．
復

水
脱
塩
装
置

使
用
済

樹
脂
は

，
当
直
長
（

１
号
炉

担
当
）

が
１
号
炉
復

水
脱
塩

装
置
使

用
済
樹
脂
受

タ
ン
ク

に
貯

蔵
後
，
発

電
長
（

２
号
炉
担

当
）
が
雑

固
体
減
容
処
理

設
備
（

２
号
炉
と

の
共
用
設

備
。
以
下

，
本
編
に

お

い
て

同
じ
。
）
で

溶
融
固

化
し
て

ド
ラ
ム
缶

に
封
入
し

，
放
射

線
・
化
学

管
理
グ
ル

ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
が
貯
蔵

庫
に

保
管
す
る

。
 

(
4
)
 雑

固
体
廃
棄
物

及
び
工
事
解

体
物
は
，
各
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
が
ド
ラ
ム

缶
等
の
容

器
に
封

入
す
る
こ
と
等
に
よ
り
汚

染
の
広
が

り
を
防
止

す
る
措
置
を

講
じ
，
放

射
線
・
化
学
管
理

グ
ル
ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
が
貯

蔵
庫
又
は
表
１

０
８

で
定
め
る

保
管
場
所
（
以

下
，
本

編
に
お
い

て
貯
蔵
庫
又
は

表
１
０

８
で
定
め

る
保
管
場
所

を
「
貯
蔵

庫
等
」
と
い

う
。
）

に
保
管
す
る

。
な
お

，
ド
ラ

ム
缶
等
の
容

器
に
封

入
す
る

に
当
た
っ
て

は
，
以

下
の
処

理
を
行
う
こ

と
が
で

き
る
。
 

ｲ
．
焼

却
す
る
場

合
は
，
発
電
長
（
２
号

炉
担
当

）
が
雑
固
体

焼
却
設

備
（
２
号

炉
と
の
共
用

設
備
）
で

焼
却
す
る

。 

ﾛ
．
圧
縮

減
容
す
る
場
合

は
，
放
射

線
・
化
学

管
理
グ
ル
ー
プ

マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
が

減
容
装
置
で

圧
縮
減
容

す
る
。
 

ﾊ
．
溶
融

固
化
す
る
場
合

は
，
発
電

長
（
２
号

炉
担
当
）
が
雑

固
体
減

容
処
理
設

備
で
溶
融
固

化
す
る
。
 

(
5
)
 放

射
線
・
化
学

管
理
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
は
，
工
事

解
体
物
を
封

入
し
た
ド

ラ
ム
缶

等
の
保
管
に
当

た
っ
て

は
，
放
射

能
レ
ベ
ル

の
異
な
る
も

の
と
混
在

し
な
い
た

め
の
措

置
を
講
じ
て
管

理
す
る
。

 

２
．
各

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

は
，
放

射
性
固

体
廃
棄
物

を
封
入
又
は

固
型
化
し

た
ド
ラ
ム

缶
等
の
容
器
等
に
は
，
放
射
性
廃

棄

物
を
示
す

標
識
を
付

け
，
か
つ
，
第
１
４
１

条
（

記
録
）
表
１

４
１
－
１
の

放
射
性
固

体
廃
棄

物
に
係
る
記
録

と
照
合

で
き
る
整

理
番
号
を

付
け
る
。
 

３
．
各
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
は
，
次

の
事
項

を
確
認
す

る
と
と
も
に

，
そ
の
結

果
，
異
常
が
認

め
ら
れ

た
場
合
に
は
必

要
な
措

置
を
講
じ

る
。
 

(
1
)
 放

射
線
・
化
学

管
理
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
は
，
貯
蔵

庫
等
に
お
け

る
放
射
性

固
体
廃

棄
物
等
の
保
管

状
況
を

確
認
す
る

た
め
に
，

１
週
間
に
１

回
貯
蔵
庫

等
を
巡
視

す
る
と

と
も
に
，
３
ヶ

月
に
１
回

保
管
量

を
確
認
す
る
。
 

(
2
)
 当

直
長
（
１
号
炉

担
当
）
は

，
使
用
済

樹
脂
貯
蔵

タ
ン
ク
等

に
お
け
る
使
用

済
樹
脂
，
フ
ィ

ル
タ
ス
ラ
ッ
ジ

及
び

ク
ラ
ッ
ド

ス
ラ
リ
の

貯
蔵
状
況
を

監
視
し
，
ま
た
，
運
転
管

理
グ
ル

ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー

は
，
３
ヶ
月
に
１
回

貯
蔵

量
を
確
認

す
る
。
  

(
3
)
 各

マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
使
用

済
燃
料

貯
蔵
池
に
お
け

る
原
子

炉
内
で
照

射
さ
れ
た
使
用

済
制
御

棒
，
チ
ャ

ン
ネ
ル

ボ
ッ
ク
ス

等
の
貯
蔵

量
を
３
ヶ
月

に
１
回
確

認
す
る
。
 

(
4
)
 放

射
線
・
化
学

管
理
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
は
，
サ
イ

ト
バ
ン
カ
に

お
け
る
原

子
炉
内

で
照
射
さ
れ
た

使
用
済

制
御
棒
，
チ
ャ

ン
ネ
ル
ボ

ッ
ク
ス

等
の
保
管

状
況
を
確
認
す

る
た
め

に
，
１
ヶ
月
に

１
回
サ

イ
ト
バ
ン
カ
を

巡
視
す

る
と
と
も

に
，
３
ヶ

月
に
１
回
保

管
量
を
確

認
す
る
。
 

４
．
放

射
線
・
化
学
管
理
グ
ル

ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
貯

蔵
庫
等

及
び
サ
イ
ト
バ

ン
カ
の

目
に
つ
き

や
す
い
場
所
に

管

理
上
の
注

意
事
項
を

掲
示
す
る
。
 

５
．

各
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
は

，
管
理
区
域

外
に
放
射

性
固
体
廃

棄
物
を

運
搬
す
る
場
合

は
，
次

の
事
項
を

遵
守
す
る
。
 

(
1)
 法

令
に
適
合
す

る
容
器
に
封

入
し
て
運

搬
す
る
こ

と
 

た
だ

し
，
放
射
性
固

体
廃
棄
物

の
放
射

能
濃
度
が
法
令

に
定
め

る
限
度
を

超
え
な
い
場
合

で
あ
っ

て
，
法
令
に
定

め
る
障
害

防
止
の
措

置
を
講
じ
た

場
合
は
，

こ
の
限
り

で
な
い

。
 

                    放
射

性
固

体
廃

棄
物

の

保
管

場
所

の
設

定
に

伴

う
変
更
（

以
下
同
じ

）
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注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

(2
) 

容
器
等
の
車
両

へ
の
積
付

け
に
際

し
，
運
搬
中
に

移
動
，

転
倒
又
は

転
落
を
防
止
す
る
措
置

を
講
じ
る

こ
と
 

(3
) 

法
令
に
定
め
る

危
険
物
と

混
載
し

な
い
こ
と
 

(4
) 

容
器
等
の
適
当

な
箇
所
に

法
令
に

定
め
る
標
識
を

付
け
る

こ
と
 

６
．
放
射
線
・
化
学
管
理

グ
ル
ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
第
５

項
の
運
搬

に
お
い
て

，
容
器
等
の

線
量
当
量

率
が
法
令
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
及
び

容
器
等

の
表

面
汚

染
密

度
が

法
令
に

定
め
る

表
面

密
度

限
度

の
１

０
分

の
１

を
超

え
て
い
な
い

こ
と
を

確
認
す

る
。
た
だ
し

，
第
１

１
４
条

（
管
理
区
域

内
に
お

け
る
区

域
区
分
）
第

１
項
(
1)
に

定
め

る
区
域
か
ら
運

搬
す
る
場

合
は
，

表
面
汚
染
密
度

に
つ
い

て
の
確
認

を
省
略
で
き
る
。
 

７
．
放
射
線
・
化
学
管
理

グ
ル
ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
各
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
が
管
理

区
域
内

で
第
１
１
４
条
（
管
理
区
域

内
に

お
け
る
区
域

区
分
）

第
１
項

(
1
)に

定
め

る
区
域

に
放
射
性
固
体

廃
棄
物

を
移
動

す
る
場
合
は

，
容
器

等
の
表
面

汚
染

密
度
が
法
令
に

定
め
る
表

面
密
度

限
度
の
１
０
分

の
１
を

超
え
て
い

な
い
こ
と
を
確
認
す
る

。
 

８
．
放
射
線
・
化
学
管
理
グ
ル
ー

プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー

は
，
使
用
済
樹

脂
貯
蔵
タ
ン
ク

等
に
貯
蔵

し
て
い

る
使
用
済

樹
脂
（
復

水
脱

塩
装
置
使
用

済
樹
脂

を
除
く

）
，
フ
ィ
ル

タ
ス
ラ

ッ
ジ
及
び
ク
ラ

ッ
ド
ス

ラ
リ
の

処
理
に
係
る

試
験
を

行
う
場
合

は
，

試
験
方
法
を
定

め
て
実
施

す
る
。
 

９
．
放
射
線
・
化
学
管
理

グ
ル
ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
放
射

性
固
体
廃

棄
物
を
発

電
所
外

に
廃
棄
す
る
場

合
は
，
放
射

能
濃

度
に
応
じ
て
区

分
す
る
。

 

１
０
．
放
射
線
・
化
学
管

理
グ
ル
ー
プ

マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
は
，
放

射
性
固
体

廃
棄
物
を

発
電
所

外
に
廃
棄
す
る

場
合
は
，
所

長
の

承
認
を
得
る
。
 

 ※
１
：
貯

蔵
と
は
，
保
管

の
前
段

階
の
も
の

で
，
廃
棄
と
は

異
な
る

も
の
を
い

う
。
以
下
，

本
条
に
お

い
て
同
じ

。
 

 

(
2)
 容

器
等
の
車
両

へ
の
積
付
け

に
際
し
，

運
搬
中
に

移
動
，

転
倒
又
は
転
落

を
防
止
す

る
措
置

を
講
じ
る
こ
と
 

(
3)
 法

令
に
定
め
る

危
険
物
と
混

載
し
な
い

こ
と
 

(
4)
 容

器
等
の
適
当

な
箇
所
に
法

令
に
定
め

る
標
識
を

付
け
る

こ
と
 

６
．
放
射
線
・
化
学

管
理
グ
ル

ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
第
５

項
の
運
搬

に
お
い
て
，
容

器
等
の

線
量
当
量
率
が

法
令
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
及
び

容
器
等

の
表
面

汚
染

密
度

が
法

令
に

定
め

る
表
面

密
度
限

度
の
１

０
分
の

１

を
超
え
て

い
な
い

こ
と
を
確
認

す
る
。

た
だ
し

，
第
１
１
４

条
（
管

理
区
域

内
に
お
け
る
区
域
区

分
）
第

１
項
(1
)に

定
め
る
区

域
か
ら
運

搬
す
る
場
合

は
，
表
面

汚
染
密
度

に
つ
い

て
の
確
認
を
省

略
で
き
る

。
 

７
．
放
射
線
・
化
学

管
理
グ
ル

ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
各
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
が
管
理
区
域

内
で
第

１
１
４
条
（
管

理
区
域

内
に
お
け

る
区
域

区
分
）
第
１

項
(
1
)に

定
め
る

区
域
に
放
射

性
固
体

廃
棄
物
を
移

動
す
る

場
合
は

，
容
器
等
の

表
面

汚
染
密
度

が
法
令
に

定
め
る
表
面

密
度
限
度

の
１
０
分

の
１
を

超
え
て
い
な
い

こ
と
を
確

認
す
る

。
 

８
．
放
射
線
・
化

学
管
理
グ

ル
ー
プ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー

は
，
使
用
済
樹

脂
貯
蔵
タ

ン
ク
等
に

貯
蔵
し
て
い

る
使
用
済

樹
脂
（
復

水
脱
塩
装

置
使
用

済
樹
脂
を
除

く
）
，
フ
ィ
ル
タ

ス
ラ
ッ
ジ
及

び
ク
ラ

ッ
ド
ス
ラ
リ

の
処
理

に
係
る

試
験
を
行
う

場
合

は
，
試
験

方
法
を
定

め
て
実
施
す

る
。
 

９
．
放
射
線
・
化
学

管
理
グ
ル

ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
放
射

性
固
体
廃

棄
物
を
発
電
所

外
に
廃

棄
す
る
場

合
は
，
放
射

能
濃
度
に

応
じ
て
区

分
す
る
。
 

１
０

．
放
射
線
・
化

学
管
理
グ

ル
ー
プ

マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
は
，
放

射
性
固
体

廃
棄
物
を
発
電

所
外
に

廃
棄
す
る

場
合
は
，
所

長
の
承
認

を
得
る
。
 

 ※
１

：
貯
蔵
と

は
，
保
管

の
前
段
階
の

も
の
で
，

廃
棄
と
は

異
な
る

も
の
を
い
う
。

以
下
，

本
条
に
お

い
て
同
じ
。
 

 表
１

０
８

 

対
象

廃
棄
物
 

保
管

場
所
 

保
管
容
量
 

建
物

名
称
 

階
数
 

雑
固
体
廃

棄
物
及
び

工
事
解
体

物
※
２
 

（
Ｌ

３
又

は
「

放
射

性
物

質
と

し
て

扱

う
必
要

の
な

い
も

の
」
と

推
定
さ

れ
る

も
の

）
 

タ
ー

ビ
ン

 
建
屋
 

１
階
 

６
６

０
本

※
３

 
（
１

６
５
箱

※
４
）

 

３
階

 
２
，

８
８
０
本

※
３

 
（
７

２
０
箱

※
４
）

 

※
２
：
表
面
線
量
当

量
率
が

2m
S
v
／
h
を
超

え
ず
，
か
つ

表
面
よ
り

1
m
地
点
の

線
量
当
量
率
が

10
0
μ
S
v
／
h
を
超
え
な

い
も

の
に
限
る

。
 

※
３

：
20
0Ｌ

ド
ラ
ム
缶
換
算
本

数
を
示

す
。
 

※
４

：
1.
3
5m
×
1.
35
m×

1
.1
m
容
器
換

算
箱
数
を
示
す

。
 

                    放
射

性
固

体
廃

棄
物

の

保
管

場
所

の
設

定
に

伴

う
変
更
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注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

（
管

理
区

域
外

等
へ

の
搬

出
及

び
運

搬
）

 

第
１
２
４

条
 
放
射
線
・
化
学
管
理
グ

ル
ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
各
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
が

管
理
区

域
外
に
搬

出
す
る
物
品

又
は
管

理
区
域

内
で

汚
染

の
お

そ
れ
の

な
い

管
理
区

域
に

移
動
す

る
物

品
の

表
面

汚
染
密

度
が

法
令
に

定
め

る
表

面

密
度
限

度
の
１

０
分

の
１

を
超

え
て
い

な
い

こ
と
を

確
認

す
る
。

た
だ

し
，

汚
染

の
お
そ

れ
の

な
い
管

理
区

域
か

ら

搬
出
さ
れ

る
場
合
は
，
こ

の
限
り

で
な
い
。
 

２
．
各
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー

は
，
管
理

区
域
外

に
核
燃
料
物
質
等

（
第
１

０
０
条

（
新
燃
料
の
運

搬
），

第
１
０
７
条

（
使
用

済
燃
料

の
運
搬

）
及

び
第

１
０

８
条
（

放
射

性
固
体

廃
棄

物
の
管

理
）

に
定

め
る

も
の
を

除
く

。
以
下

，
本

条
に

お

い
て
同
じ

。）
を
運
搬
す

る
場
合
は
，
第

１
０
８
条

（
放
射
性

固
体
廃
棄
物
の
管
理
）

第
５
項

を
準
用
す

る
。
 

３
．
放
射
線
・
化
学
管
理

グ
ル
ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
第
２

項
の
運
搬

に
お
い
て

，
容
器
等
の

線
量
当
量

率
が
法
令
に

定
め
る

値
を
超

え
て

い
な

い
こ

と
及
び

容
器

等
の
表

面
汚

染
密
度

が
法

令
に

定
め

る
表
面

密
度

限
度
の

１
０

分
の

1

を
超
え

て
い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る
。

た
だ

し
，
汚

染
の

お
そ
れ

の
な

い
管

理
区

域
か
ら

運
搬

す
る
場

合
は

，
表

面

汚
染
密
度

に
つ
い
て
の
確

認
を
省

略
で
き
る

。
 

４
．
放

射
線
・
化
学
管
理

グ
ル
ー
プ

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

は
，
各
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
が
管

理
区
域
内

で
汚
染
の
お

そ
れ
の
な

い
管

理
区
域

に
核
燃

料
物

質
等

を
移

動
す
る

場
合

は
，
容

器
等

の
表
面

汚
染

密
度

が
法

令
に
定

め
る

表
面
密

度
限

度
の

１

０
分
の

1
を
超
え
て
い
な

い
こ
と

を
確
認
す

る
。
 

 

（
管

理
区

域
外

等
へ

の
搬

出
及

び
運

搬
）

 

第
１

２
４
条
 

放
射
線
・
化
学

管
理
グ

ル
ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー

は
，
各
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
が

管
理
区

域
外
に
搬
出
す

る
物
品

又
は
管

理
区
域
内

で
汚

染
の
お

そ
れ
の

な
い

管
理
区

域
に

移
動
す
る

物
品
の

表
面

汚
染
密

度
が

法
令
に
定

め
る
表

面

密
度
限

度
の
１
０

分
の

１
を
超

え
て
い

な
い

こ
と
を

確
認

す
る
。
た

だ
し
，

汚
染

の
お
そ

れ
の

な
い
管
理

区
域
か

ら

搬
出

さ
れ
る
場

合
は
，
こ

の
限
り
で
な

い
。
 

２
．
各
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
管
理

区
域
外
に

核
燃
料
物

質
等
（
第
１

０
７
条
（
使
用

済
燃
料
の
運

搬
）
及
び
第
１

０
８
条

（
放

射
性
固
体

廃
棄
物
の

管
理
）
に
定

め
る
も
の

を
除
く
。

以
下
，

本
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を

運
搬
す
る

場
合
は
，

第
１

０
８
条
（

放
射
性
固

体
廃
棄
物
の

管
理
）
第

５
項
を
準

用
す
る

。
 

３
．
放
射
線
・
化
学

管
理
グ
ル

ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
第
２

項
の
運
搬

に
お
い
て
，
容

器
等
の

線
量
当
量
率
が

法
令
に

定
め
る

値
を
超
え

て
い

な
い
こ

と
及
び

容
器

等
の
表

面
汚

染
密
度
が

法
令
に

定
め

る
表
面

密
度

限
度
の
１

０
分
の

1

を
超
え

て
い
な
い

こ
と

を
確
認

す
る
。

た
だ

し
，
汚

染
の

お
そ
れ
の

な
い
管

理
区

域
か
ら

運
搬

す
る
場
合

は
，
表

面

汚
染

密
度
に
つ

い
て
の
確

認
を
省
略
で

き
る
。
 

４
．
放

射
線
・
化
学
管
理
グ
ル

ー
プ
マ

ネ
ー
ジ
ャ

ー
は
，
各

マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
が
管
理

区
域
内

で
汚
染
の

お
そ
れ
の
な
い

管

理
区
域

に
核
燃
料

物
質

等
を
移

動
す
る

場
合

は
，
容

器
等

の
表
面
汚

染
密
度

が
法

令
に
定

め
る

表
面
密
度

限
度
の

１

０
分
の

1
を
超

え
て
い
な

い
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

 

     新
燃

料
搬

出
完

了
に

伴

う
変
更
 

                          

  

-11-



 
注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

（
発

電
所

外
へ

の
運

搬
）

 

第
１
２
５

条
 

各
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
核
燃
料
物

質
等
（
第

１
０
０

条
（
新
燃
料

の
運
搬
）
，
第
１
０
７

条
（
使
用

済
燃

料
の
運
搬

）
及
び
第

１
０
８
条
（
放
射
性
固

体
廃
棄
物

の
管
理

）
に
定
め

る
も
の
を

除
く
。
）
を

発
電
所
外

に
運
搬
す

る
場
合
は

，
所
長
の
承
認

を
得
る

。
 

 

（
発

電
所

外
へ

の
運

搬
）

 

第
１

２
５
条
 

各
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

は
，
核
燃
料
物
質

等
（
第
１
０
７

条
（
使
用
済
燃
料
の

運
搬
）
及
び
第

１
０
８
条
（
放

射
性

固
体
廃
棄

物
の
管
理

）
に
定
め
る

も
の
を
除

く
。
）
を
発
電

所
外
に
運

搬
す
る
場

合
は
，
所
長

の
承
認
を
得
る
。
 

 

 新
燃

料
搬

出
完

了
に

伴

う
変
更
 

                          

  

-12-



 
注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

（
保
守
管

理
計
画
）
 

第
１
２
８

条
 
保
守
管
理

を
実
施

す
る
に
あ

た
り
，
次
の
保

守
管
理

計
画
を
定

め
る
。
 

 1.
定
義
 

 
本
保
守

管
理
計
画
に
お

け
る
用

語
の
定
義

は
，
「
原
子
力
発

電
所
の

保
守
管
理
規
程
（
JE
AC
42
09
－

20
07
）」

に
従

う
も

の
と
す
る

。
 

 2.
保
守
管

理
の
実
施
方
針

及
び
保

守
管
理
目

標
 

 
(
1
)
 社

長
は

，
原

子
炉
施
設
の

安
全
確

保
を

優
先
と

し
て
，
保
守
管

理
の
継

続
的
な
改
善

を
図
る
た

め
，
保
守
管
理

の
現
状

等
を
踏

ま
え
，
保
守
管

理
の

実
施
方

針
を
定
め
る
。

ま
た

，
12
.の

保
守
管
理

の
有
効

性
評
価
の

結
果
，
及

び
保
守
管

理
を
行
う

観
点
か
ら
特

別
な
状
態

（
7
.
3
参

照
）
を
踏
ま

え
保
守
管

理
の
実
施

方
針
の
見
直

し
を
行
う
。
 

 
(2
) 
組

織
は
，
保
守
管

理
の
実

施
方
針
に

基
づ
き
，
保
守

管
理
の

改
善
を
図

る
た
め
の
保

守
管
理
目

標
を
設
定

す
る
。

ま
た
，

12
.
の
保
守

管
理
の

有
効
性

評
価
の
結

果
，
及

び
保
守
管

理
を
行
う

観
点
か

ら
特
別
な

状
態
（
7
.3

参
照
）

を
踏
ま
え

保
守
管
理

目
標
の
見
直

し
を
行
う

。
 

 3.
保
全
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
策

定
 

 
組
織
は

，
2
.
の
保
守
管

理
目
標

を
達
成
す

る
た
め

4
.よ

り
1
1
.か

ら
な

る
保
全
プ

ロ
グ
ラ

ム
を
策
定
す
る

。
 

 
ま
た
，

1
2
.の

保
守
管
理
の
有

効
性
評
価

の
結
果
，

及
び
保

守
管
理
を

行
う
観
点

か
ら
特

別
な
状
態

（
7
.
3
参

照
）
を

踏
ま
え
保

全
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
見
直

し
を
行
う

。
 

 4.
保
全
対

象
範
囲
の
策
定
 

 
組
織
は

，
原
子
力
発
電

施
設
の

中
か
ら
，

保
全
を
行
う
べ

き
対
象

範
囲
と
し

て
次
の
各
項

の
設
備
を

選
定
す
る

。
 

(1
) 

廃
止
措
置
計
画

で
定
め
る

廃
止
措

置
期
間
中
に
機

能
を
維

持
す
べ
き

設
備
 

(
2
)
 
そ
の
他
自
ら
定

め
る
設
備

 

 5.
保
全
重

要
度
の
設
定
 

 
組
織
は
，
4
.の

保
全
対
象
範

囲
に
つ
い
て

系
統
毎
の

範
囲
と

機
能
を
明
確
に

し
た
上
で

，
構

築
物
，
系
統
及
び

機
器
の

保
全
重
要

度
を
設
定
す
る

。
 

 
(
1
)
 系

統
の

保
全
重
要

度
は
，
原

子
炉
施
設

の
安
全

性
を
確
保
す
る
た
め
重

要
度
分
類

指
針
の

重
要
度
を
参
考

に
，
廃

止
措

置
期
間
中
に
お

け
る
安
全

機
能
要

求
を
考
慮
し
て

設
定
す

る
。
 

 
(2
) 
機

器
の
保
全
重
要

度
は
，

当
該
機
器

が
属
す
る
系
統

の
保
全

重
要
度
と

整
合
す
る
よ

う
設
定
す

る
。
 

な
お
，
こ
の
際

，
機
器
が

故
障
し

た
場
合
の
系
統

機
能
へ
の

影
響
を

考
慮
す
る

こ
と
が
で
き

る
。
 

(3
) 

構
築
物
の
保
全

重
要
度
は

，
(1
)
又
は

(2
)に

基
づ

き
設
定

す
る
。
 

 6
.
保
全
活

動
管
理
指
標
の

設
定
，

監
視
計
画

の
策
定
及
び
監

視
 

 
(1
) 
組

織
は
，
保
全

の
有
効
性

を
監
視

，
評
価
す
る

た
め
に

5.
の
保
全

重
要
度

を
踏
ま
え

，
系
統
レ
ベ

ル
の
保

全
活

動
管
理
指

標
を
設
定

す
る
。
 

 
 
 
a)
 
系
統
レ
ベ
ル
の

保
全
活

動
管
理
指

標
 

 
 
 
 

系
統
レ
ベ
ル

の
保
全

活
動
管

理
指
標
と
し

て
，
5.
(
1)
の
保
全
重

要
度
の

高
い
系
統

に
対
し
て
以

下
の
も

の
を

設
定

す
る
。
 

 
 
 
①

 予
防
可
能
故

障
（
Ｍ
Ｐ

Ｆ
Ｆ
）
回
数
 

 
(2
) 
組

織
は
，
以
下

に
基
づ
き

保
全
活

動
管
理
指
標

の
目
標

値
を
設

定
す
る
。
ま

た
，
1
1.
の
保
全
の

有
効
性

評
価
の

結
果

を
踏
ま
え
保
全

活
動
管
理

指
標
の

目
標
値
の
見
直

し
を
行

う
。
 

 
 
 
a)
 
系
統
レ
ベ
ル
の

保
全
活

動
管
理
指

標
 

 
 
 
①

 
予
防
可

能
故
障
（
Ｍ

Ｐ
Ｆ
Ｆ
）

回
数
の
目

標
値
は
，

運
転
実
績
及

び
重
要
度
分

類
指
針

の
重
要
度
を

考
慮
し

て
設
定
す
る
。
 

 
(
3
)
 組

織
は

，
系

統
の
供
用
開

始
ま
で

に
，
保
全
活
動
管
理

指
標
の

監
視
項
目

，
監

視
方
法
及
び

算
出
周
期

を
具
体
的

に
定
め
た

監
視
計
画

を
策
定
す
る

。
な
お
，

監
視
計
画

に
は
，

計
画
の
始
期
及

び
期
間
に

関
す
る

こ
と
を
含
め
る
。
 

 
(
4
)
 組

織
は

，
監

視
計
画
に
従
い

保
全
活
動

管
理
指
標

に
関
す

る
情
報
の
採
取

及
び
監
視

を
実
施

し
，
そ
の
結

果
を
記

録
す
る
。
 

（
保

守
管
理
計

画
）
 

第
１

２
８
条
 

保
守
管
理

を
実
施
す
る
に
あ
た
り

，
次
の
保

守
管
理

計
画
を
定
め
る

。
 

 1
.
定

義
 

 
本

保
守
管
理

計
画
に
お

け
る
用
語
の

定
義
は
，
「
原
子
力
発
電

所
の
保
守

管
理
規
程
（

JE
AC
42

09
－
20
07
）」

に
従
う
も

の
と

す
る
。
 

 2
.
保

守
管
理
の

実
施
方
針

及
び
保
守
管

理
目
標
 

 
(
1
)
 社

長
は

，
原

子
炉
施
設
の
安

全
確
保
を

優
先
と

し
て
，
保
守
管
理

の
継
続
的

な
改
善

を
図
る
た
め
，
保
守
管
理

の
現
状
等
を
踏
ま
え

，
保
守
管

理
の

実
施
方
針
を

定
め
る
。

ま
た

，
12
.の

保
守
管
理
の
有

効
性

評
価
の

結
果
，
及

び
保
守
管

理
を
行
う
観
点

か
ら
特

別
な
状
態

（
7
.
3
参
照
）

を
踏
ま

え
保
守
管
理
の

実
施
方

針
の
見
直

し
を
行
う
。
 

 
(
2)
 組

織
は

，
保
守
管

理
の
実
施
方

針
に
基
づ

き
，
保
守

管
理
の

改
善
を
図
る
た

め
の
保

守
管
理
目

標
を
設
定
す
る
。

ま
た
，
1
2.
の
保
守

管
理
の
有
効

性
評

価
の
結

果
，
及
び
保
守

管
理

を
行
う

観
点
か
ら
特
別

な
状

態
（
7
.
3
参
照
）

を
踏
ま
え

保
守
管
理
目
標

の
見
直

し
を
行
う

。
 

 3
.
保

全
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
策

定
 

 
組

織
は
，
2
.
の
保
守
管

理
目
標
を
達

成
す
る
た
め

4
.よ

り
1
1
.か

ら
な

る
保
全
プ
ロ
グ

ラ
ム
を

策
定
す
る

。
 

 
ま

た
，
1
2
.の

保
守
管

理
の
有
効

性
評
価

の
結
果
，
及

び
保
守

管
理
を

行
う
観
点
か

ら
特
別

な
状
態

（
7
.
3
参
照
）
を

踏
ま

え
保
全
プ

ロ
グ
ラ
ム

の
見
直
し
を

行
う
。
 

 4
.
保

全
対
象
範

囲
の
策
定
 

 
組

織
は
，
原

子
力
発
電

施
設
の
中
か

ら
，
保
全

を
行
う
べ

き
対
象

範
囲
と
し
て
次

の
各
項

の
設
備
を

選
定
す
る
。
 

(
1)
 廃

止
措
置
計
画

で
定
め
る
廃

止
措
置
期

間
中
に
機

能
を
維

持
す
べ
き
設
備
 

(
2)
 そ

の
他
自
ら
定

め
る
設
備
 

 5
.
保

全
重
要
度

の
設
定
 

 
組

織
は
，
4
.の

保
全

対
象
範
囲

に
つ
い
て

系
統
毎
の
範
囲

と
機
能

を
明
確
に

し
た
上
で
，
構

築
物
，
系
統
及
び
機
器

の

保
全

重
要
度
を

設
定
す
る

。
 

 
(
1
)
 系

統
の

保
全
重
要

度
は
，
原
子
炉
施

設
の
安
全
性
を

確
保
す

る
た
め
重

要
度
分
類
指

針
の
重
要

度
を
参
考

に
，
廃

止
措
置
期

間
中
に
お

け
る
安
全
機

能
要
求
を

考
慮
し
て

設
定
す

る
。
 

 
(
2)
 機

器
の

保
全
重
要

度
は
，
当
該

機
器
が
属

す
る
系
統

の
保
全

重
要
度
と
整
合

す
る
よ

う
設
定
す

る
。
 

な
お

，
こ
の
際

，
機
器
が
故
障
し
た
場

合
の
系
統

機
能
へ
の

影
響
を
考
慮

す
る
こ
と

が
で
き

る
。
 

(
3)
 構

築
物
の
保
全

重
要
度
は
，

(1
)又

は
(2
)に

基
づ

き
設
定

す
る
。
 

 6
.
保

全
活
動
管

理
指
標
の

設
定
，
監
視

計
画
の
策

定
及
び
監

視
 

 
(
1
)
 組

織
は
，
保
全

の
有
効
性

を
監
視

，
評
価
す

る
た
め
に

5
.の

保
全
重
要
度

を
踏
ま
え

，
系
統

レ
ベ
ル
の
保
全
活

動
管
理
指

標
を
設
定
す
る

。
 

 
 

 a
) 
系
統

レ
ベ
ル
の

保
全
活
動
管

理
指
標
 

 
 

 
 
系

統
レ
ベ
ル

の
保
全
活

動
管
理

指
標
と
し

て
，
5.
(1
)
の
保
全

重
要
度
の
高

い
系
統

に
対
し

て
以
下
の
も
の
を

設
定
す
る

。
 

 
 

 
①
 予

防
可
能
故
障
（
Ｍ

Ｐ
Ｆ
Ｆ

）
回
数
 

 
(
2
)
 組

織
は
，
以
下

に
基
づ
き

保
全
活

動
管
理
指

標
の
目
標

値
を
設

定
す
る
。

ま
た
，
1
1
.
の
保

全
の
有
効
性
評
価
の

結
果
を
踏

ま
え
保
全

活
動
管
理
指

標
の
目
標

値
の
見
直

し
を
行

う
。
 

 
 

 a
) 
系
統

レ
ベ
ル
の

保
全
活
動
管

理
指
標
 

 
 

 
①
 
予
防
可
能
故

障
（
Ｍ
Ｐ

Ｆ
Ｆ
）

回
数
の
目
標

値
は
，

運
転
実

績
及
び
重
要

度
分
類

指
針
の

重
要
度
を
考
慮
し

て
設

定
す
る
。
 

 
(
3
)
 組

織
は

，
系

統
の
供
用
開
始

ま
で
に
，
保
全

活
動
管
理

指
標
の
監
視

項
目
，
監
視
方

法
及
び

算
出
周
期
を
具
体
的

に
定
め
た

監
視
計
画
を
策

定
す
る

。
な
お
，

監
視
計
画
に
は

，
計
画

の
始
期
及

び
期
間
に
関

す
る
こ
と

を
含
め
る
。
 

 
(
4
)
 組

織
は

，
監
視
計

画
に
従
い

保
全
活
動

管
理
指
標
に
関

す
る
情

報
の
採
取

及
び
監
視
を

実
施
し
，
そ
の
結
果
を
記

録
す
る
。
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注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

 7.
保
全
計

画
の
策
定
 

 
(
1
)
 組

織
は

，
4
.の

保
全
対

象
範
囲
に
対

し
，
以
下
の
保
全

計
画
を
策

定
す
る
。
な
お
，
保
全

計
画
に
は
，
計
画
の

始

期
及
び
期

間
に
関
す

る
こ
と
を
含

め
る
。
 

 
 
 
a)
 
点
検
計
画
（
7
.
1
参
照

）
 

 
 
 
b)
 
補
修
，
取
替
え

及
び
改

造
計
画
（

7
.2

参
照
）
 

 
 
 
c)
 
特
別
な
保
全
計

画
（
7
.
3
参
照
）
 

 
(
2
)
 組

織
は

，
保

全
計
画
の
策

定
に
あ

た
っ
て
，
5
.の

保
全

重
要
度

を
勘
案
し

，
必

要
に
応
じ
て

次
の
事
項

を
考
慮
す

る
。
ま
た

，
1
1
.の

保
全

の
有
効
性

評
価
の
結

果
を
踏
ま
え
保

全
計
画

の
見
直
し

を
行
う
。
 

 
 
 
a)
 
運
転
実
績
，
事

故
及
び

故
障
事
例

な
ど
の
運
転
経

験
 

 
 
 
b)
 
使
用
環
境
及
び

設
置
環

境
 

 
 
 
c)
 
劣
化
，
故
障
モ

ー
ド
 

 
 
 
d)
 
機
器
の
構
造
等

の
設
計

的
知
見
 

 
 
 
e)
 
科
学
的
知
見
 

 
(
3
)
 組

織
は

，
保

全
の
実
施
段

階
に
お

い
て
維
持
す
べ

き
原
子

炉
施
設
の

安
全
機
能

に
影
響
を
及

ぼ
す
可
能

性
の
あ
る

行
為
を
把

握
し
，
保

全
計
画
を
策

定
す
る
。
 

7.
1 
点
検

計
画
の
策
定
 

 
(
1
)
 組

織
は

，
点

検
を
実
施
す

る
場
合

は
，
あ
ら
か
じ
め
保

全
方
式

を
選
定
し

，
点

検
の
方
法
並

び
に
そ
れ

ら
の
実
施

頻
度
及
び

実
施
時
期

を
定
め
た
点

検
計
画
を

策
定
す
る

。
 

 
(
2
)
 組

織
は

，
構

築
物
，
系
統
及

び
機
器
の

適
切
な
単
位
毎

に
，
以
下
に

示
す
保
全

方
式
か
ら
適

切
な
方
式

を
選
定
す

る
。
 

 
 
 
a)
 
予
防
保
全
 

 
 
 
 
ⅰ
）

時
間
基
準

保
全
 

 
 
 
 
ⅱ
）

状
態
基
準

保
全
 

 
 
 
b)
 
事
後
保
全
 

 
(3
) 
組

織
は
，
選
定
し

た
保
全

方
式
の
種

類
に
応
じ
て
，

次
の
事

項
を
定
め

る
。
 

 
 
 
a)
 
時
間
基
準
保
全
 

点
検
を
実
施
す

る
時
期
ま

で
に
，

次
の
事
項
を
定

め
る
。
 

 
 
 
 
ｉ
）

点
検
の
具

体
的
方
法
 

 
 
 

 ⅱ
）
構
築

物
，
系
統
及

び
機
器
が

所
定
の
機

能
を
発
揮

し
う
る
状
態

に
あ
る
こ
と

を
確
認

・
評
価
す
る

た
め
に

必
要
な
デ

ー
タ
項
目

，
評
価
方
法

及
び
管
理

基
準
 

 
 
 
 
ⅲ
）

実
施
頻
度
 

 
 
 
 
ⅳ
）

実
施
時
期
 

な
お
，

時
間
基

準
保

全
を

選
定

し
た

機
器
に
対

し
て
，

運
転

中
に

設
備

診
断

技
術
を
使

っ
た
状

態
監

視
デ

ー
タ

採
取
，
巡

視
点
検
又

は
定
例
試
験

の
状
態
監

視
を
実
施

す
る
場

合
は
，
状
態
監

視
の
内

容
に
応
じ
て
，

状
態

基
準
保
全

を
選
定
し

た
場
合
に
準

じ
て
必
要

な
事
項
を

定
め
る

。
 

 
 
 
B）

 状
態
基
準
保

全
 

 
 
 
①

 設
備
診
断
技

術
を
使
い

状
態
監
視
デ
ー

タ
を
採
取

す
る
時

期
ま
で
に
，
次

の
事
項

を
定
め
る

。
 

 
 
 
 
ｉ
）

状
態
監
視

デ
ー
タ
の

具
体
的
採
取
方

法
 

 
 
 

 ⅱ
）
機
器

の
故
障
の
兆

候
を
検
知

す
る
た
め

に
必
要
な

状
態
監
視
デ

ー
タ
項
目
，

評
価
方

法
及
び
必
要

な
対
応

を
適

切
に
判
断
す
る
た
め
の
管

理
基
準
 

 
 
 
 
ⅲ
）

状
態
監
視

デ
ー
タ
採

取
頻
度
 

 
 
 
 
ⅳ
）

実
施
時
期
 

ⅴ
）

機
器
の
状

態
が
管
理
基
準
に
達
し

た
場
合
の

対
応
方
法

 

 
 
 
②

 巡
視
点
検
を

実
施
す
る

時
期
ま
で
に
，

次
の
事
項

を
定
め

る
。
 

 
 
 
 
ⅰ
）

巡
視
点
検

の
具
体
的

方
法
 

 
 
 
 
ⅱ
）

構
築
物
，

系
統
及
び

機
器
の
状
態
を

監
視
す
る

た
め
に

必
要
な
デ
ー
タ

項
目
，

評
価
方
法

及
び
管
理
基
準

 

 
 
 
 
ⅲ
）

実
施
頻
度
 

 
 
 
 
ⅳ
）

実
施
時
期
 

 
 
 
 
ⅴ
）

機
器
の
状

態
が
管
理

基
準
に
達
す
る

か
又
は
故

障
の
兆

候
を
発
見
し
た

場
合
の

対
応
方
法
 

 7
.
保

全
計
画
の

策
定
 

 
(
1
)
 組

織
は

，
4
.の

保
全
対
象

範
囲
に
対

し
，
以

下
の
保
全

計
画
を
策

定
す
る
。
な
お
，
保
全
計
画

に
は
，
計
画
の
始

期
及
び
期

間
に
関
す
る
こ

と
を
含

め
る
。
 

 
 

 a
) 
点
検

計
画
（
7.

1
参
照
）
 

 
 

 b
) 
補
修

，
取
替
え

及
び
改
造
計

画
（
7
.2

参
照
）
 

 
 

 c
) 
特
別

な
保
全
計

画
（
7.
3
参

照
）
 

 
(
2
)
 組

織
は

，
保

全
計
画
の
策
定

に
あ
た
っ

て
，
5
.の

保
全

重
要
度
を
勘

案
し
，
必
要
に

応
じ
て

次
の
事
項
を
考
慮
す

る
。
ま
た

，
11
.の

保
全

の
有
効
性
評
価

の
結
果
を

踏
ま
え
保

全
計
画
の
見
直
し
を
行

う
。
 

 
 

 
a)
 
運
転

実
績
，
事

故
及
び
故
障

事
例
な
ど

の
運
転
経

験
 

 
 

 b
) 
使
用

環
境
及
び

設
置
環
境
 

 
 

 c
) 
劣
化

，
故
障
モ

ー
ド
 

 
 

 
d)
 
機
器

の
構
造
等

の
設
計
的
知

見
 

 
 

 e
) 
科
学

的
知
見
 

 
(
3
)
 組

織
は

，
保

全
の
実
施
段

階
に
お
い
て

維
持
す
べ

き
原
子

炉
施
設
の
安
全

機
能
に
影

響
を
及

ぼ
す
可
能
性
の
あ
る

行
為
を
把

握
し
，
保
全
計

画
を
策

定
す
る
。
 

7.
1
 点

検
計
画

の
策
定
 

 
(
1
)
 組

織
は

，
点

検
を
実
施
す
る

場
合
は
，
あ
ら

か
じ
め
保

全
方
式
を
選

定
し
，
点
検
の

方
法
並

び
に
そ
れ
ら
の
実
施

頻
度
及
び

実
施
時
期
を
定

め
た
点

検
計
画
を

策
定
す
る
。
 

 
(
2
)
 組

織
は

，
構

築
物
，
系
統
及
び
機

器
の
適
切

な
単
位
毎

に
，
以
下
に
示
す

保
全
方
式

か
ら
適

切
な
方
式
を
選
定
す

る
。
 

 
 

 
a)
 
予
防

保
全
 

 
 

 
 
ⅰ
）

時
間
基
準
保
全
 

 
 

 
 
ⅱ
）

状
態
基
準
保
全
 

 
 

 
b)
 
事
後

保
全
 

 
(
3)
 組

織
は

，
選
定
し

た
保
全
方
式

の
種
類
に

応
じ
て
，

次
の
事

項
を
定
め
る
。
 

 
 

 a
) 
時
間

基
準
保
全
 

点
検

を
実
施
す

る
時
期
ま
で
に
，
次
の

事
項
を
定

め
る
。
 

 
 

 
 
ｉ
）

点
検
の
具
体
的
方

法
 

 
 

 
 ⅱ

）
構
築
物
，

系
統
及
び

機
器
が

所
定
の
機
能

を
発
揮

し
う
る

状
態
に
あ
る

こ
と
を

確
認
・

評
価
す
る
た
め
に

必
要
な
デ

ー
タ
項
目
，
評

価
方
法

及
び
管
理

基
準
 

 
 

 
 
ⅲ
）

実
施
頻
度
 

 
 

 
 
ⅳ
）

実
施
時
期
 

な
お
，

時
間

基
準

保
全
を

選
定

し
た
機

器
に

対
し
て
，

運
転

中
に
設

備
診
断

技
術

を
使
っ

た
状

態
監
視

デ

ー
タ

採
取
，
巡

視
点
検
又
は
定

例
試
験

の
状
態
監

視
を
実
施
す

る
場
合
は

，
状
態
監

視
の
内
容
に

応
じ
て
，

状
態

基
準
保
全

を
選
定
し
た
場

合
に
準

じ
て
必
要

な
事
項
を
定

め
る
。
 

 
 

 b
) 
状
態

基
準
保
全
 

 
 

 
①
 設

備
診
断
技
術
を
使

い
状
態

監
視
デ
ー

タ
を
採
取
す

る
時
期
ま

で
に
，
次

の
事
項
を
定

め
る
。
 

 
 

 
 
ｉ
）

状
態
監
視
デ
ー
タ

の
具
体

的
採
取
方

法
 

 
 

 
 ⅱ

）
機
器
の
故

障
の
兆
候

を
検
知

す
る
た
め
に

必
要
な

状
態
監

視
デ
ー
タ
項

目
，
評

価
方
法

及
び
必
要
な
対
応

を
適
切
に

判
断
す
る

た
め
の
管

理
基
準
 

 
 

 
 
ⅲ
）

状
態
監
視
デ
ー
タ

採
取
頻

度
 

 
 

 
 
ⅳ
）

実
施
時
期
 

ⅴ
）

機
器
の
状
態
が

管
理
基
準

に
達
し

た
場
合
の
対
応

方
法
 

 
 

 
②
 巡

視
点
検
を
実
施
す

る
時
期

ま
で
に
，

次
の
事
項
を

定
め
る
。
 

 
 

 
 
ⅰ
）

巡
視
点
検
の
具
体

的
方
法
 

 
 

 
 
ⅱ
）

構
築
物
，
系
統
及

び
機
器

の
状
態
を

監
視
す
る
た

め
に
必
要

な
デ
ー
タ

項
目
，
評
価

方
法
及
び

管
理
基
準

 

 
 

 
 
ⅲ
）

実
施
頻
度
 

 
 

 
 
ⅳ
）

実
施
時
期
 

 
 

 
 
ⅴ
）

機
器
の
状
態
が
管

理
基
準

に
達
す
る

か
又
は
故
障

の
兆
候
を

発
見
し
た

場
合
の
対
応

方
法
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注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

 
 
 
③

 定
例
試
験
を

実
施
す
る

時
期
ま
で
に
，

次
の
事
項

を
定
め

る
。
 

 
 
 
 
ⅰ
）

定
例
試
験

の
具
体
的

方
法
 

 
 
 

 ⅱ
）
構
築

物
，
系
統
及

び
機
器
が

所
定
の
機

能
を
発
揮

し
う
る
状
態

に
あ
る
こ
と

を
確
認

・
評
価
す
る

た
め
に

必
要
な
デ

ー
タ
項
目
，
評

価
方
法

及
び
管
理

基
準
 

 
 
 
 
ⅲ
）

実
施
頻
度
 

 
 
 
 
ⅳ
）

実
施
時
期
 

 
 
 
 
ⅴ
）

機
器
の
状

態
が
管
理

基
準
に
達
し
た

場
合
の
対

応
方
法
 

 
 
 
c)
 
事
後
保
全
 

事
後

保
全

を
選

定
し
た
場

合
は
，

機
能

喪
失
の
発

見
後

，
修
復

を
実
施

す
る
前

に
，

修
復
方
法

，
修

復
後

に
所

定
の
機
能

を
発
揮
す

る
こ
と
の
確

認
方
法
及

び
修
復
時

期
を
定

め
る
。
 

 7.
2 
補
修

，
取
替
え
及
び

改
造
計

画
の
策
定
 

 
(
1
)
 組

織
は

，
補

修
，
取
替
え
及

び
改
造
を

実
施
す
る
場
合

は
，
あ
ら
か

じ
め
そ
の

方
法
及
び
実

施
時
期
を

定
め
た
計

画
を

策
定

す
る

。
こ

の
う
ち

，
安

全
上

重
要

な
機

器
等

※
１
の
補

修
，
取

替
え
及

び
改

造
に
つ

い
て
は

，
法
令

に
基

づ
く

必
要
な
手
続
き

※
２
の
有
無
及
び
そ

の
内
容
（
手
続
き
が

不
要
と

判
断
し
た

場
合
は
そ
の

理
由
を
含

む
。
）
に
つ

い
て

確
認
を
行
い
，
法
令
に
基
づ

く
必
要
な

手
続
き
の

有
無
及
び
そ

の
内
容
（

手
続
き
が
不

要
と
判
断

し
た
場
合
は

そ
の

理
由
を
含
む
。
）
の
確
認
結

果
を
記
録
す

る
。
 

 
(
2
)
 組

織
は

，
補
修

，
取
替
え
及

び
改
造
を

実
施
す
る

構
築
物

，
系

統
及
び

機
器
が

，
所
定
の
機

能
を
発
揮

し
う
る
状

態
に
あ
る

こ
と
を
検

査
及
び
試
験

に
よ
り
確

認
・
評
価

す
る
時

期
ま
で
に
，
次

の
事
項
を

定
め
る

。
 

 
 
 
a)
 
検
査
及
び
試
験

の
具
体

的
方
法
 

 
 
 
b)
 
所
定
の
機
能
を

発
揮
し

う
る
状
態

に
あ
る
こ
と
を

確
認
・

評
価
す
る

た
め
に
必
要

な
検
査
及

び
試
験
の

項
目
，

評
価
方
法
及
び

管
理
基
準
 

 
 
 
c)
 
検
査
及
び
試
験

の
実
施

時
期
 

  
※
１
：

安
全
上
重
要
な

機
器
等

と
は
，
安

全
上
重
要
な
機

器
等
を

定
め
る
告

示
に
定
め
る

機
器
及
び

構
造
物
の

う
ち
，

新
燃
料
貯
蔵

設
備
，
使

用
済
燃

料
貯
蔵
設

備
及
び
燃

料
取
扱

設
備
を
い

う
。
（

以
下
，
本
条
及

び
第
１

４
１
条

に
お
い
て
同
じ

。）
 

 
※
２
：
法
令
に

基
づ
く
必
要

な
手
続
き
と

は
，
原

子
炉
等
規

制
法
 
第

４
３
条
の
３
の

８
（
変
更
の
許

可
及
び
届
出

等

第
４
３
条
の
３

の
９
（
工

事
の
計

画
の
認
可

）
，
第

４
３
条
の

３
の
１
０
（
工

事
の
計
画

の
届
出

）
，
第

４
３

条
の
３
の
１
１
（
使
用
前

検
査
）
及
び

第
４
３
条

の
３
の
１
３
（
溶
接
安

全
管
理
検

査
）
並
び
に

電
気
事
業
法
 

第
４
７
条
・
第
４
８

条
（
工
事
計

画
）
及

び
第
４
９

条
・
第
５
０

条
（
使

用
前
検
査

）
に
係
る
手

続
き
を
い
う
。

（
以
下
，
本
条

及
び
第
１

４
１
条

に
お
い
て
同
じ

。）
 

 7.
3 
特
別

な
保
全
計
画
の

策
定
 

 
(
1
)
 組

織
は

，
地
震

，
事
故
等
に

よ
り
特
別

な
保
全
を

実
施
す

る
場
合
な
ど
は

，
特
別
な

措
置
と
し
て

，
あ
ら

か
じ
め

当
該
原
子

炉
施
設
の

状
態
に
応
じ

た
保
全
方

法
及
び
実

施
時
期

を
定
め
た
計
画

を
策
定
す

る
。
 

 
(
2
)
 組

織
は

，
特

別
な
保
全
計

画
に
基

づ
き
保
全
を
実

施
す
る

構
築
物
，
系
統

及
び
機
器
が
，
所
定

の
機
能

を
発
揮
し

う
る
状
態

に
あ
る
こ

と
を
点
検
に

よ
り
確
認

・
評
価
す

る
時
期

ま
で
に
，
次
の

事
項
を
定

め
る
。
 

 
 
 
a)
 
点
検
の
具
体
的

方
法
 

 
 
 
b)
 所

定
の
機
能
を

発
揮
し

う
る
状
態
に
あ

る
こ
と
を

確
認
・
評
価
す
る
た

め
に
必

要
な
点

検
の
項
目
，
評
価
方
法

及
び

管
理
基
準
 

 
 
 
c)
 
点
検
の
実
施
時

期
 

 8
.
保
全
の

実
施
 

 
(1
) 
組

織
は
，
7.
で
定

め
る
保

全
計
画
に

従
っ
て
点
検
・

補
修
等

の
保
全
を

実
施
す
る
。
 

 
(2
) 
組

織
は
，
保
全
の

実
施
に

あ
た
っ
て

，
以
下
の
必
要

な
プ
ロ

セ
ス
を
実

施
す
る
。
 

 
 
 
a)
 
工
事
計
画
 

 
 
 
b)
 
設
計
管
理
 

 
 
 
c)
 
調
達
管
理
 

 
 
 
d)
 
工
事
管
理
 

 
(3
) 
組

織
は
，
点
検
・

補
修
等

の
結
果
に

つ
い
て
記
録
す

る
。
 

 
 

 
③
 定

例
試
験
を
実
施
す

る
時
期

ま
で
に
，

次
の
事
項
を

定
め
る
。
 

 
 

 
 
ⅰ
）

定
例
試
験
の
具
体

的
方
法
 

 
 

 
 ⅱ

）
構
築
物
，

系
統
及
び

機
器
が

所
定
の
機
能

を
発
揮

し
う
る

状
態
に
あ
る

こ
と
を

確
認
・

評
価
す
る
た
め
に

必
要

な
デ
ー
タ

項
目
，
評

価
方
法
及
び

管
理
基
準
 

 
 

 
 
ⅲ
）

実
施
頻
度
 

 
 

 
 
ⅳ
）

実
施
時
期
 

 
 

 
 
ⅴ
）

機
器
の
状
態
が
管

理
基
準

に
達
し
た

場
合
の
対
応

方
法
 

 
 

 
c)
 
事
後

保
全
 

事
後

保
全

を
選
定

し
た
場

合
は
，

機
能
喪

失
の

発
見
後

，
修
復
を

実
施

す
る
前
に

，
修
復

方
法

，
修
復
後

に
所

定
の
機
能

を
発
揮
す
る
こ

と
の
確

認
方
法
及

び
修
復
時
期

を
定
め
る

。
 

 7.
2
 補

修
，
取

替
え
及
び

改
造
計
画
の

策
定
 

 
(
1
)
 組

織
は

，
補

修
，
取
替
え
及
び
改

造
を
実
施

す
る
場
合

は
，
あ
ら
か
じ
め

そ
の
方
法

及
び
実

施
時
期
を
定
め
た
計

画
を
策

定
す
る
。

こ
の

う
ち
，
安

全
上
重
要

な
機

器
等

※
１
の

補
修

，
取

替
え

及
び
改

造
に

つ
い

て
は

，
法

令
に

基

づ
く
必
要

な
手
続
き

※
２
の
有
無

及
び
そ

の
内
容
（
手
続
き
が

不
要
と

判
断
し
た
場
合

は
そ
の

理
由
を
含

む
。）

に
つ

い
て
確
認

を
行
い
，
法
令

に
基
づ

く
必
要
な

手
続
き
の
有
無

及
び
そ

の
内
容
（
手
続

き
が
不

要
と
判
断
し
た

場
合
は

そ
の
理
由

を
含
む
。
）
の

確
認
結
果

を
記
録
す

る
。
 

 
(
2
)
 組

織
は
，
補
修
，
取
替
え
及

び
改
造
を

実
施
す
る
構
築

物
，
系
統
及
び
機
器

が
，
所

定
の
機

能
を
発
揮
し
う
る
状

態
に
あ
る

こ
と
を
検
査
及

び
試
験

に
よ
り
確

認
・
評
価
す
る

時
期
ま

で
に
，
次

の
事
項
を
定

め
る
。
 

 
 

 
a)
 
検
査

及
び
試
験

の
具
体
的
方

法
 

 
 

 
b)
 
所
定

の
機
能
を

発
揮
し
う
る

状
態
に
あ

る
こ
と
を

確
認
・

評
価
す
る
た
め

に
必
要

な
検
査
及

び
試
験
の
項
目
，

評
価

方
法
及
び

管
理
基
準
 

 
 

 c
) 
検
査

及
び
試
験

の
実
施
時
期
 

  
※

１
：
安
全

上
重
要
な

機
器
等
と
は

，
安
全
上

重
要
な
機

器
等
を

定
め
る
告
示
に

定
め
る

機
器
及
び

構
造
物
の
う
ち
，

使
用

済
燃
料
貯

蔵
設
備
及
び
燃
料
取
扱

設
備
を
い

う
。
（
以
下
，

本
条
及
び

第
１
４
１
条
に

お
い
て

同
じ
。）

 

  
※

２
：
法
令
に
基
づ

く
必
要
な

手
続
き
と

は
，
原

子
炉
等
規
制
法

 
第
４
３

条
の
３
の

８
（

変
更
の
許

可
及
び
届
出
等

第
４

３
条
の
３

の
９
（
工

事
の
計
画
の

認
可
）
，
第
４
３
条

の
３
の

１
０
（
工

事
の
計
画

の
届
出
）
，
第
４
３

条
の

３
の
１
１
（
使

用
前
検
査

）
及
び

第
４
３
条
の
３

の
１
３
（
溶
接
安
全
管

理
検
査
）
並
び
に
電
気
事
業
法
 

第
４

７
条
・
第

４
８
条
（

工
事
計
画

）
及
び
第

４
９
条
・
第
５
０
条
（
使
用
前

検
査
）
に
係
る
手
続

き
を
い
う

。

（
以

下
，
本
条

及
び
第
１
４
１
条
に
お

い
て
同
じ

。）
 

 7.
3
 特

別
な
保

全
計
画
の

策
定
 

 
(
1
)
 組

織
は
，
地
震
，
事
故
等
に

よ
り
特
別

な
保
全
を
実
施

す
る
場

合
な
ど
は
，
特
別
な
措

置
と
し
て
，
あ
ら
か
じ
め

当
該
原
子

炉
施
設
の
状
態

に
応
じ

た
保
全
方

法
及
び
実
施
時

期
を
定

め
た
計
画

を
策
定
す
る

。
 

 
(
2
)
 組

織
は

，
特

別
な
保
全
計
画

に
基
づ
き

保
全
を
実

施
す
る
構
築
物
，
系
統
及
び

機
器
が

，
所

定
の
機
能
を
発
揮
し

う
る
状
態

に
あ
る
こ
と
を

点
検
に

よ
り
確
認

・
評
価
す
る
時

期
ま
で

に
，
次
の

事
項
を
定
め

る
。
 

 
 

 a
) 
点
検

の
具
体
的

方
法
 

 
 

 
b)
 所

定
の
機
能
を

発
揮
し
う
る

状
態
に
あ

る
こ
と
を

確
認
・
評
価
す
る

た
め
に
必
要

な
点
検
の

項
目
，
評

価
方
法

及
び
管
理

基
準
 

 
 

 c
) 
点
検

の
実
施
時

期
 

 8
.
保

全
の
実
施
 

 
(
1
)
 組

織
は

，
7
.
で
定

め
る
保
全
計

画
に
従
っ

て
点
検
・

補
修
等

の
保
全
を
実
施

す
る
。
 

 
(
2)
 組

織
は

，
保
全
の

実
施
に
あ
た

っ
て
，
以

下
の
必
要

な
プ
ロ

セ
ス
を
実
施
す

る
。
 

 
 

 
a)
 
工
事

計
画
 

 
 

 
b)
 
設
計

管
理
 

 
 

 
c)
 
調
達

管
理
 

 
 

 
d)
 
工
事

管
理
 

 
(
3)
 組

織
は

，
点
検
・

補
修
等
の
結

果
に
つ
い

て
記
録
す

る
。
 

                         新
燃

料
搬

出
完

了
に

伴

う
変
更
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注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

な
お
，
安
全
上

重
要
な
機

器
等
の
点
検
・
補
修
等

に
つ
い
て
，
そ
れ
を
確

認
す
る
た

め
に
必
要
な

事
項
，
安
全
上

重
要

な
機
器
等
の
補

修
等
に
つ

い
て
法

令
に
基
づ
く
必

要
な
手

続
き
の
有

無
及
び
そ
の
内
容
（
手
続
き

が
不
要
と
判

断
し

た
場
合
は
そ
の

理
由
を
含

む
。）

を
確

認
す
る
た

め
に
必
要

な
事
項
を
含
む

。
 

 9.
点
検
・

補
修
等
の
結
果

の
確
認

・
評
価
 

 
(1
) 
組

織
は
，
あ
ら

か
じ
め
定

め
た
方

法
で
，
保
全

の
実
施

段
階
で

採
取
し
た
構

築
物
，

系
統
及

び
機
器
の
点

検
･補

修
等
の
結

果
か
ら
所

定
の
機
能
を

発
揮
し
う

る
状
態
に

あ
る
こ

と
を
，
所
定
の
時
期

※
３
ま
で

に
確
認
･
評
価

し
，
記

録
す
る
。
 

 
(
2
)
 組

織
は

，
終
的
な
機
能
確
認
で

は
十
分
な

確
認
・
評

価
が
で

き
な
い
場

合
に
は
，
定
め
た

プ
ロ
セ
ス
に
基

づ
き
，

点
検
・
補

修
等
が
実

施
さ
れ
て
い

る
こ
と
を

，
所
定
の

時
期

※
３
ま
で
に

確
認
・
評

価
し
，
記
録
す

る
。
 

 
(
3
)
 安

全
上

重
要
な
機

器
等
の

点
検
・
補
修

等
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
た
結

果
，
安
全
上
重
要

な
機
器
等

の
補
修
等
に

つ
い
て
法

令
に
基
づ

く
必
要
な
手

続
き
の
有

無
及
び
そ

の
内
容

を
確
認
し
た
結

果
を
含
む

。
 

  
 
※
３
：
所

定
の
時
期
と
は
，
所
定
の
機
能

が
要
求
さ

れ
る
時
又

は
あ
ら
か
じ
め

計
画
さ
れ

た
保
全

の
完
了
時
を
い

う
。 

  10
.点

検
・
補

修
等
の
不

適
合
管
理

，
是
正
処
置
及

び
予
防
処

置
 

 
(1
) 
組

織
は
，
以
下
の

a)
及

び
b)
の
場

合
に
は
，
不
適
合
管
理
を

行
っ
た
う

え
で
，
9.
の

確
認
・
評
価
の

結
果
を
踏

ま
え
て
実

施
す
べ
き

原
子
炉
施
設

の
点
検
等

の
方
法

，
実
施
頻

度
及
び

時
期
の
是

正
処
置
並
び

に
予
防
処

置
を
講
じ

る
。
 

 
 
 
a)
 点

検
・
補

修
等
を
実
施

し
た
構

築
物
，
系
統
及
び
機

器
が
所

定
の
機
能

を
発
揮
し
う

る
こ
と
を

確
認
・
評
価
で

き
な
い
場
合
 

 
 
 
b)
 

終
的
な
機
能

確
認
で

は
十
分
な

確
認
・
評
価
が

で
き
な

い
場
合
に

あ
っ
て
，
定

め
た
プ
ロ

セ
ス
に
基

づ
き
，

点
検
・
補
修
等

が
実
施
さ

れ
て
い

る
こ
と
が
確
認

・
評
価
で

き
な
い

場
合
 

 
(2
) 
組

織
は
，
(1
)
a)
及
び

b)
の

場
合
の
不
適
合
管
理
，
是

正
処
置
及

び
予
防
処

置
に
つ
い
て

記
録
す
る

。
 

 11
.保

全
の
有

効
性
評
価
 

 
組
織
は
，
保
全

活
動
か
ら
得

ら
れ
た
情
報

等
か
ら
，
保
全
の

有
効
性
を

評
価
し
，
保
全
が

有
効
に
機
能
し

て
い
る
こ

と

を
確
認
す

る
と
と
も
に
，

継
続
的

な
改
善
に

つ
な
げ
る
。
 

 
(1
) 
組

織
は
，
あ
ら
か

じ
め
定

め
た
時
期

及
び
内
容
に
基

づ
き
，

保
全
の
有

効
性
を
評
価

す
る
。
 

 
 
 
な

お
，
保
全
の
有

効
性
評

価
は
，
以

下
の
情
報
を
適

切
に
組

み
合
わ
せ

て
行
う
。
 

 
 
 
a)
 
保
全
活
動
管
理

指
標
の

監
視
結
果
 

 
 
 
b)
 
保
全
デ
ー
タ
の

推
移
及

び
経
年
劣

化
の
長
期
的
な

傾
向
監

視
の
実
績
 

 
 
 
c)
 
ト
ラ
ブ
ル
な
ど

運
転
経

験
 

 
 
 
d)
 
他
プ
ラ
ン
ト
の

ト
ラ
ブ

ル
及
び
経

年
劣
化
傾
向
に

係
る
デ

ー
タ
 

 
 
 
e)
 
リ
ス
ク
情
報
，

科
学
的

知
見
 

 
(
2
)
 組

織
は

，
保

全
の
有
効
性

評
価
の

結
果
を
踏
ま
え

，
構

築
物
，
系
統

及
び
機
器

の
保
全
方
式

を
変
更
す

る
場
合
に

は
，
7.
1
に
基
づ
き

保
全
方
式

を
選
定

す
る
。
ま

た
，
構
築
物
，
系
統
及

び
機
器
の

点
検
間
隔
を

変
更
す
る

場
合
に

は
，
保
全

重
要
度
を

踏
ま
え
た
上

で
，
以
下

の
評
価
方

法
を
活

用
し
て
評
価
す

る
。
 

 
 
 
a)
 
点
検
及
び
取
替

結
果
の

評
価
 

 
 
 
b)
 
劣
化
ト
レ
ン
ド

に
よ
る

評
価
 

 
 
 
c)
 
類
似
機
器
等
の

ベ
ン
チ

マ
ー
ク
に

よ
る
評
価
 

 
 
 
d)
 
研
究
成
果
等
に

よ
る
評

価
 

 
(3
) 
組

織
は
，
保
全
の

有
効
性

評
価
の
結

果
と
そ
の
根
拠

及
び
必

要
と
な
る

改
善
内
容
に

つ
い
て
記

録
す
る
。
 

 12
.保

守
管
理

の
有
効
性

評
価
 

 
(
1
) 
組
織
は
，

1
1
.の

保
全
の

有
効
性

評
価
の
結
果
及
び

2
.
の
保
守

管
理
目
標

の
達
成
度

か
ら
，
定
期

的
に
保
守

管
理

の
有
効
性

を
評
価
し

，
保
守
管

理
が
有
効
に

機
能
し
て

い
る
こ

と
を
確
認

す
る
と
と
も
に

，
継
続

的
な
改
善

に
つ
な

げ
る
。
 

 
(2
) 
組

織
は
，
保
守
管

理
の
有

効
性
評
価

の
結
果
と
そ
の

根
拠
及

び
改
善
内

容
に
つ
い
て

記
録
す
る

。
 

 

な
お

，
安
全
上
重
要

な
機
器
等

の
点
検
・
補
修
等
に
つ

い
て
，
そ
れ
を
確
認
す

る
た
め
に

必
要
な

事
項
，
安
全
上

重
要
な
機

器
等
の
補

修
等
に
つ
い

て
法
令
に

基
づ
く
必

要
な
手

続
き
の
有
無
及

び
そ
の
内

容
（
手
続
き
が
不

要
と
判

断
し
た
場

合
は
そ
の

理
由
を
含
む

。）
を
確

認
す
る
た
め
に
必

要
な
事

項
を
含
む

。
 

 9
.
点

検
・
補
修

等
の
結
果

の
確
認
・
評

価
 

 
(
1
)
 組

織
は
，
あ
ら

か
じ
め
定

め
た
方

法
で
，
保

全
の
実
施

段
階
で

採
取
し
た

構
築
物
，

系
統
及

び
機
器
の

点
検
･補

修
等
の
結

果
か
ら
所
定
の

機
能
を

発
揮
し
う

る
状
態
に
あ
る

こ
と
を
，
所
定
の
時

期
※

３
ま

で
に
確

認
･
評
価
し
，
記

録
す
る
。
 

 
(
2
)
 組

織
は
，

終
的
な
機
能

確
認
で

は
十
分
な
確
認
・
評

価
が
で
き
な

い
場
合
に

は
，
定
め
た
プ

ロ
セ
ス
に

基
づ
き
，

点
検
・
補

修
等
が
実
施
さ

れ
て
い

る
こ
と
を

，
所
定
の
時
期

※
３
ま
で
に
確
認

・
評
価
し
，

記
録
す

る
。
 

 
(
3
)
 安

全
上

重
要
な
機

器
等
の
点
検
・
補

修
等
で
あ
る
こ

と
を
確

認
し
た
結

果
，
安
全

上
重
要

な
機
器
等
の
補

修
等
に

つ
い
て
法

令
に
基
づ
く
必

要
な
手

続
き
の
有

無
及
び
そ
の
内

容
を
確

認
し
た
結

果
を
含
む
。
 

  
 

※
３
：
所
定
の

時
期
と
は
，
所

定
の
機
能

が
要
求
さ
れ
る
時

又
は
あ

ら
か
じ
め

計
画
さ
れ
た

保
全
の
完

了
時
を
い

う
。 

  1
0
.
点
検
・
補

修
等
の
不
適
合
管

理
，
是

正
処
置
及

び
予
防
処
置
 

 
(
1)
 組

織
は

，
以
下
の

a
)及

び
b)
の
場

合
に
は

，
不
適
合

管
理
を
行
っ

た
う
え
で

，
9.
の
確
認

・
評
価
の
結
果

を
踏

ま
え
て
実

施
す
べ
き
原
子

炉
施
設

の
点
検
等

の
方
法
，
実
施
頻

度
及
び
時
期

の
是
正
処

置
並
び

に
予
防
処
置
を

講
じ

る
。
 

 
 

 
a)
 点

検
・
補

修
等
を
実
施
し

た
構
築
物

，
系

統
及
び
機

器
が
所
定
の

機
能
を
発

揮
し
う

る
こ
と
を
確
認
・
評
価
で

き
な

い
場
合
 

 
 

 
b)
 

終
的
な
機
能

確
認
で
は
十

分
な
確
認

・
評
価
が

で
き
な

い
場
合
に
あ
っ

て
，
定

め
た
プ
ロ

セ
ス
に
基
づ
き
，

点
検

・
補
修
等

が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認

・
評
価
で

き
な
い
場
合
 

 
(
2)
 組

織
は

，
(1
)a
)及

び
b
)の

場
合

の
不
適
合

管
理
，
是

正
処
置
及
び
予

防
処
置
に

つ
い
て

記
録
す
る
。
 

 1
1
.
保
全
の
有

効
性
評
価
 

 
組

織
は
，
保
全
活
動

か
ら
得
ら

れ
た
情
報

等
か
ら
，
保
全
の
有
効

性
を
評
価

し
，
保
全

が
有
効

に
機
能
し

て
い
る
こ
と

を
確

認
す
る
と

と
も
に
，

継
続
的
な
改

善
に
つ
な

げ
る
。
 

 
(
1)
 組

織
は

，
あ
ら
か

じ
め
定
め
た

時
期
及
び

内
容
に
基

づ
き
，

保
全
の
有
効
性

を
評
価

す
る
。
 

 
 

 
な
お
，

保
全
の
有

効
性
評
価
は

，
以
下
の

情
報
を
適

切
に
組

み
合
わ
せ
て
行

う
。
 

 
 

 a
) 
保
全

活
動
管
理

指
標
の
監
視

結
果
 

 
 

 
b)
 
保
全

デ
ー
タ
の

推
移
及
び
経

年
劣
化
の

長
期
的
な

傾
向
監

視
の
実
績
 

 
 

 c
) 
ト
ラ

ブ
ル
な
ど

運
転
経
験
 

 
 

 
d)
 
他
プ

ラ
ン
ト
の

ト
ラ
ブ
ル
及

び
経
年
劣

化
傾
向
に

係
る
デ

ー
タ
 

 
 

 e
) 
リ
ス

ク
情
報
，

科
学
的
知
見
 

 
(
2
)
 組

織
は

，
保

全
の
有
効
性
評

価
の
結
果

を
踏
ま
え

，
構

築
物
，
系
統
及
び

機
器
の
保

全
方
式

を
変
更
す
る
場
合
に

は
，
7
.1

に
基
づ
き

保
全
方
式
を

選
定
す
る

。
ま

た
，
構
築

物
，
系
統
及
び
機

器
の
点
検

間
隔
を

変
更
す
る
場
合

に

は
，
保
全

重
要
度
を
踏
ま

え
た
上

で
，
以
下

の
評
価
方
法
を

活
用
し

て
評
価
す

る
。
 

 
 

 a
) 
点
検

及
び
取
替

結
果
の
評
価
 

 
 

 b
) 
劣
化

ト
レ
ン
ド

に
よ
る
評
価
 

 
 

 c
) 
類
似

機
器
等
の

ベ
ン
チ
マ
ー

ク
に
よ
る

評
価
 

 
 

 d
) 
研
究

成
果
等
に

よ
る
評
価
 

 
(
3
)
 組

織
は

，
保
全
の

有
効
性
評
価

の
結
果
と

そ
の
根
拠

及
び
必

要
と
な
る
改
善

内
容
に

つ
い
て
記

録
す
る
。
 

 1
2
.
保
守
管
理

の
有
効
性
評
価
 

 
(
1
)
 組

織
は
，

11
.
の
保
全
の

有
効
性

評
価
の
結

果
及
び

2
.
の

保
守
管
理
目
標

の
達
成
度

か
ら
，

定
期
的
に
保
守
管
理

の
有
効
性

を
評
価
し
，
保
守
管
理

が
有
効
に

機
能
し
て

い
る
こ
と
を

確
認
す
る

と
と
も
に

，
継
続

的
な
改
善
に

つ
な

げ
る
。
 

 
(
2
)
 組

織
は

，
保
守
管

理
の
有
効
性

評
価
の
結

果
と
そ
の

根
拠
及

び
改
善
内
容
に

つ
い
て

記
録
す
る

。
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注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

13
.情

報
共
有
 

 
組
織
は

，
保
守
点
検
を

行
っ
た

事
業
者
か

ら
得
ら
れ
た
保

安
の
向

上
に
資
す

る
た
め
に
必

要
な
技
術

情
報
に
つ

い
て
，

Ｂ
Ｗ
Ｒ
事

業
者
協
議
会
を

通
じ
て

他
の
原
子

炉
設
置
者
と
共

有
す
る

。
 

  

1
3
.
情
報
共
有
 

 
組

織
は
，
保

守
点
検
を

行
っ
た
事
業

者
か
ら
得

ら
れ
た
保

安
の
向

上
に
資
す
る
た

め
に
必

要
な
技
術

情
報
に
つ
い
て
，

Ｂ
Ｗ

Ｒ
事
業
者

協
議
会
を

通
じ
て
他
の

原
子
炉
設

置
者
と
共

有
す
る

。
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注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

（
報
告
）
 

第
１
４

２
条
 
各

マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

は
，
次
に

定
め

る
事
項

に
該

当
す

る
場

合
又

は
該

当
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

判
断

し
た

場

合
に

は
，
直
ち
に
所

長
及
び
廃
止

措
置
主

任
者
に
報

告
す
る
。
 

(
1
)
 施

設
運
用
上
の

基
準
を
満

足
し
て
い
な
い
と
判
断

し
た
場

合
（
第
７
０

条
（

施
設
運
用
上
の

基
準
を
満

足
し
な
い

場
合

））
 

(
2
)
 
放

射
性

液
体

廃
棄

物
又

は
放

射
性

気
体

廃
棄

物
に

つ
い

て
放

出
管

理
目

標
値

を
超

え
て

放
出

し
た

場
合

（
第
 

１
０

９
条
（
放
射
性

液
体
廃
棄

物
の
管

理
）
又
は
第
１

１
０
条

（
放
射
性

気
体
廃
棄
物
の
管
理
）
）
 

(
3
)
 外

部
放
射
線
に

係
る
線
量

当
量
率
等
に
異
常
が
認

め
ら
れ

た
場
合
（
第

１
２
２

条
（
外
部

放
射
線
に

係
る
線
量
当

量
率

等
の
測
定
））

 

(4
) 

実
用
炉
規
則

第
１
３

４
条
第

３
号

※
１
，
第

４
号

※
１
，
第

６
号
か
ら

第
１
２

号
及
び
第

１
４
号
に

定
め
る

報
告
事

態
が

生
じ
た
場
合
 

２
．
所
長

は
，
第
１
項
の

報
告
を

受
け
た
場

合
に
は
，
社
長

に
報
告

す
る
。

 

３
．
本
条

に
規
定
さ
れ
る

報
告
に

つ
い
て
は

，「
事
故
・
故
障

時
等
対

応
要
項
」
の
定

め
る
と

こ
ろ
に
よ

り
行
う
。
 

 ※
１
：
新

燃
料
貯
蔵
設
備

，
使
用

済
燃
料
貯

蔵
設
備
及
び
燃

料
取
扱

設
備
に
限

る
。

 

 第
１
４
３

条
 
～
 
第
２

０
０
条

 
欠
番

 

（
報

告
）
 

第
１

４
２

条
 
各

マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
は

，
次
に

定
め
る
事
項

に
該

当
す

る
場

合
又

は
該

当
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

判
断

し
た

場

合
に

は
，
直
ち

に
所
長
及

び
廃
止

措
置
主
任
者

に
報
告
す

る
。
 

(
1
)
 施

設
運
用
上
の

基
準
を
満
足

し
て
い
な

い
と
判
断

し
た
場
合
（
第
７

０
条
（
施

設
運
用

上
の
基
準
を
満
足
し
な
い

場
合
））

 

(
2
)
 
放

射
性

液
体

廃
棄

物
又

は
放

射
性

気
体

廃
棄

物
に

つ
い

て
放

出
管

理
目

標
値

を
超

え
て

放
出

し
た

場
合

（
第
 

１
０
９
条

（
放
射
性

液
体
廃
棄
物

の
管
理
）

又
は
第
１

１
０
条

（
放
射
性
気
体

廃
棄
物
の

管
理
）
）
 

(
3
)
 外

部
放
射
線
に

係
る
線
量
当

量
率
等
に

異
常
が
認

め
ら
れ
た
場

合
（

第
１
２
２
条
（
外

部
放
射
線
に
係
る
線
量
当

量
率
等
の

測
定
））

 

(
4)
 実

用
炉
規
則

第
１
３
４
条

第
３

号
※

１
，
第
４

号
※

１
，
第
６

号
か
ら

第
１
２
号
及

び
第
１

４
号
に

定
め
る
報
告
事

態
が
生
じ

た
場
合
 

２
．

所
長
は
，

第
１
項
の

報
告
を
受
け

た
場
合
に

は
，
社
長

に
報
告

す
る
。

 

３
．

本
条
に
規

定
さ
れ
る

報
告
に
つ
い

て
は
，「

事
故
・
故
障
時

等
対
応
要

項
」
の
定

め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
行

う
。
 

 ※
１

：
使
用
済

燃
料
貯
蔵

設
備
及
び
燃

料
取
扱
設

備
に
限
る

。
 

 第
１

４
３
条
 

～
 
第
２

０
０
条
 
欠
番
 

              新
燃

料
搬

出
完

了
に

伴

う
変
更
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注

）
下
線
は
変

更
箇
所
を

示
す
。

下
線
は
改
正
事

項
に
含
ま

な
い
。

 

 
敦
賀
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
表

 

変
更

前
 

変
更
後

 
備
 

考
 

 
附
 
  
 則

（
 

．
 
．
 

）
 

（
施

行
期
日
）
 

第
１

条
 

こ
の
規

定
は

，
原

子
力

規
制

委
員

会
の
認

可
を
受

け
た
日

か
ら
１

０
日

以
内

の
別

に
定

め
る
日

か
ら

施
行
す

る
。
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